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第１章 離島の概要 

 

（１）はじめに 

 平成１５年４月の離島振興法の施行から７年が経過し、１０年間の離島振興計画の終期を

迎えつつある。 

このため、地方公共団体において、自身の都道県の離島振興計画について、策定当初の課

題、目標及び取組等を振り返り、各離島振興対策実施地域（以下、「離島地域」という。）

における計画の進捗状況、現状及び課題を把握・評価するなどのフォローアップを行うとと

もに、国において各計画のフォローアップを把握し、計画及び離島振興基本方針について全

体として総括することを目的とする「離島振興計画フォローアップ」を行うこととした※１。 

今般は、その中間報告を行うものである。 

 

（２）今回のフォローアップの体制等 

離島振興法に基づく計画については、都道県が定めることとされているが、その際、市町

村が案を作成・提出することとされている。今般の都道県が行う計画のフォローアップにあ

たっては、概ね、各地方公共団体ともに、計画策定の手続きと同様に、市町村がフォローア

ップの素材を都道県に提出し、都道県が総括的に評価するといった体制がとられていた。 

このような体制の中、市町村及び計画策定者である都道県において、管下の離島の現況

を必ずしも十分に把握できていない地方公共団体が見られた。一方で、今般のフォローアッ

プに併せて、県内の離島特集を広報した前向きな取組を行っている地方公共団体も見られ

た。 

 これらを踏まえ、今後とも、市町村、都道県及び国が連携し、離島地域の現況把握に努め

るとともに、特に重要な課題を取り上げ、さらに現地の声や詳細な状況を把握するなど、引

き続きフォローアップを行っていくことが必要と考える。 

 

（３）様々な条件や背景等をもつ離島 

  離島は、兼ね備えている社会的・地理的条件、歴史的背景など様々であり、それぞれの離

島における課題や取組等についても千差万別である。 

  このため、これらを踏まえ、今般のフォローアップにおいても、多面的な評価を行うこと

が必要であると考える。 

 

 

 

 

 

※１：本報告書における「離島」とは、特段の説明がない限り、離島振興法に基づく離島振興対策実施地域に指定されている有人離島をいう。 

また、本報告書における「離島数」及び「数量値の有効回答数」は、特段の説明がない限り、計画策定当初の２６１島とする。 
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（様々な離島） 

  ○内海の離島や外海の離島 

  ○大型の離島や小型の離島 

  ○群島離島や孤立離島 

  ○人口が多い離島や少ない離島 

  ○都市部近郊の離島や都市部から遠く離れた離島 

  ○本土と一体的な生活圏を形成している離島や本土とのつながりが比較的薄い離島 

  ○常時人が住む離島や一定の時期だけ人が住む離島 

  ○農林水産業を中心とする離島や製造業を基盤にした離島 
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第２章 離島の概況 

（１）離島がおかれている状況 

１）離島の条件不利性 

 離島においては、海による隔絶性をはじめ、辺地性、平地が少ないなど様々な地理的

条件不利性を抱えている。昨今、それらに加え、特に生活航路の廃止や減便による交通

の利便性の低下といった社会的条件不利性が増大するなど、離島がおかれた条件はより

一層厳しいものとなっている。 

一方、近年の情報基盤の整備の進展等により、情報の受発信の環境が比較的整ってき

たこと等から、情報格差や情報インフラに係る不利性は、従前と比べ解消されつつある

と考えられる。 

 

 

２）人口動向、高齢化 

①全国、他の条件不利地域との比較 

 離島地域における人口について、平成１７年の国勢調査によれば、約４３万人、高齢

者比率は約３３％であり、平成１２年に対する平成１７年の比較では、人口で約８％減

少、高齢者比率は約４％上昇している。これらは、全国はもちろん他の条件不利地域と

比較しても、非常に厳しい状況となっている。 

                                                            

②離島類型別の状況 

人口減少率及び高齢者比率について離島類型別にみると、特に、外海に位置し本土に

近接する離島（人口減少率：２２．４％、高齢者比率３７．７％）と瀬戸内海等の本土

に近接する離島（人口減少率：１１．７％、高齢者比率３９．４％）が高い値を示して

いる。一方、外海に位置し本土から遠距離にある離島は、人口減少率が低く、高齢者比

率も他の離島よりも低い値となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※２：本土にある中心的な都市とは、離島の人々の実態としての広範囲な生活圏域の中にあって、中心的な存在となっている本土側の都市。離島と全国交通ネッ

トワークとの接点。 

 

■図１ 離島の類型 

上記以外の離島 孤立小型離島 

本土にある中心的な都

市※２から航路 1 時間圏

内と考えられる離島 

上記以外の離島 

航路が静穏で欠航がほ

とんどないと考えられ

る離島 

上記以外の離島 

群 島 （ 人 口 お お む ね

5,000 人以上の大型島を

中心とし、それに航路 1

時間圏内で近接する複数

の島） 

孤立島（上記以外の

離島） 

群島の中心的な離島

（群島主島） 

上記以外のもの 

（群島属島） 

人口おおむね 5,000 人

以上の離島 

［離島の類型の名称］ 

内海・本土近接型離島 

外海・本土近接型離島 

群島型離島（主島・属島） 

孤立大型離島 
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③今後の有人離島の維持が懸念される離島 

高齢者比率が５割以上の離島は、全体の約３５％であり、また、離島の全世帯に対す

る「独居高齢者世帯※３」の割合は、約１６％であり、全国の約７％と比べると倍以上の

値となっており、離島における独居高齢者世帯の増加が著しいことが分かる。 

さらに、「今後、有人離島の維持が懸念される離島※４」は、全国で４７島存在し、離

島全体の約１８％にあたる。また、離島類型では、内海・本土近接型の離島（３２島）

に多く存在する。 

また、「超高齢化離島※５」については、全国で８島（離島全体の３％）ある。 

 

 

                                                      

 

 

④コミュニティとしての機能の低下の懸念 

 著しい人口減少や高齢化の進展により、島内の小売店がなくなる、昔からあった近所

づきあい等の相互扶助の関係の希薄化により、コミュニティとしての機能が低下し、離

島で生活するための条件は悪化しつつある。 

 これにより、これまで相互扶助等によって、離島のプラス面として円滑に営まれてき

た生活（買い物、声かけ、食糧の交換、高齢者のケア等）が、人口減少と離島全体の高

齢化等により、成立しなくなってきている。 

 このため、今後は、これらの社会的状況に応じて、例えば、生活（買い物など）や福

■表１ 離島における人口動態 

 
※３：「独居高齢者世帯」の有効回答数は１８６島／２６１島 
※４：「今後、有人離島の維持が懸念される離島」とは、人口１００人以下かつ高齢者比率が５０％以上の離島と定義した。 
※５：「超高齢化離島」とは、人口１００人以下かつ高齢者比率が９０％以上の離島と定義した。 

 

Ｈ１２年
国勢調査（人）

Ｈ１７年
国勢調査（人）

人口減少率
（Ｈ１２-Ｈ１７)

（％）

高齢者比率（％）
（Ｈ１７）

472,310 433,827 -8.1 33.0

孤立小型離島 13,255 12,249 -7.6 34.0

孤立大型離島 196,032 186,650 -4.8 30.8

内海・本土
近接型離島

87,857 77,594 -11.7 39.4

外海・本土
近接型離島

24,312 18,877 -22.4 37.7

群島型主島 134,536 123,800 -8.0 30.9

群島型属島 16,318 14,657 -10.2 37.4

11,174,000 10,564,000 -5.5 30.4

126,925,843 127,767,994 0.7 20.1

離
島
類
型
別

過疎地域

全国

離島全体
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祉（高齢者の介護など）など、島の住人同士の相互扶助が再び行えるようになるための

取組、島外からの様々な支援体制等の構築が必要である。 

また、引き続き、ＵＩＪターン者等の定住環境の整備、交流人口の増加の取組など、

島を活性化させる試みも必要である。 

 

 

３）市町村合併 

平成の大合併により、平成１７年前後に大幅に市町村合併が行われ、これまで「全部

離島※６」だった離島が「一部離島※６」になるなど、離島を有する地方公共団体と本土の

より大きな地方公共団体が合併する傾向にあった。 

このような市町村合併等によって、離島振興への意識が希薄になる状況や離島におけ

る行政サービスの低下の声がある一方で、地域一体として離島振興に係る活動をしやす

くなった等のプラス面及びマイナス面の両方の声があがっている。 

具体的には、現在（平成２２年９月１日時点）、有人離島２５８のうち、全部離島は

８３島（全体の３２％）ある。平成１５年の計画策定当初においては、全部離島は１１

５島（全体の４４％）であったが、市町村合併により、そのうち３２島が一部離島とな

った。 

また、離島をもつ市町村数も、計画策定当初の１７５市町村から、現在は、１１０市

町村に減少している。特に、市町村合併によって全部離島から一部離島になった離島の

人口減少率は約３１％（Ｈ１２国調→Ｈ１７国調)であり、その要因は、例えば、役場職

員の減少及びそれに伴う家族の島からの転出などが考えられる。その一方で、全部離島

であり続けている離島の人口減少率は６％（Ｈ１２国調→Ｈ１７国調)である。 

さらに、離島全体の役場の本庁舎及び役場の支所数について見てみると、平成１５年

の計画策定当初においては、本庁舎：７８・支所：１２０であったが、市町村合併後の

現在においては本庁舎：３２・支所１７７となっている。市町村合併により本庁舎の数

は半数以下になり、行政サービスの低下が避けられない中で、支所として維持すること

で、最低限のサービス水準の維持を図っていると考えられる。 

その他にも、合併に伴う行政サービスの民営化等の動きとして、例えば、愛媛県・旧

中島町（現松山市）では、離島航路についての民営化、病院の医療法人化も見られた。 

しかし、市町村合併により、他の地域と一体となったことで、例えば、離島地域全体

としての島外への情報発信や交流事業等の取組が行いやすくなったといった声もある。

また、例えば、鹿児島県・甑島では、合併後、バス路線が新設されるなど離島生活者に

対する新たな支援の動きも見られる。 

一方で、例えば、新潟県・佐渡市、島根県・隠岐の島町、長崎県・五島市のように、

離島同士の合併によって、市町村合併後も全部離島である離島、また、北海道・奥尻町、

新潟県・粟島浦村、島根県・海士町、長崎県・小値賀町等のように、市町村合併を選択

 
※６：「全部離島」とは、市町村の全ての区域が離島振興対策実施地域に指定されている市町村である離島、「一部離島」とは、市町村の一部の区域が離島振興対

策実施地域に指定されている市町村である離島 
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せず、独自の行政を維持した離島もある。このような地方公共団体は、概して、地元関

係団体等を含めて様々な分野で離島振興に係る積極的な取組姿勢が伺える。 

 

 

４）地方公共団体の財政 

地方公共団体の財政状況について見ると、離島全体の平均は、財政力指数：０．４７・

経常収支比率：９２．３％・人口一人当たり地方債現在高：５６５千円となっており、

全国平均と比べると、その状況はかなり厳しい状況である。特に、全部離島においては、

財政力指数：０．２２・人口一人当たり地方債現在高：１，１５２（千円）という深刻

な状況であることが分かる。また、離島類型別に見ても、本土の市町村の一部である場

合が多い内海・本土近接型離島及び外海・本土近接型離島の財政状況は、比較的安定し

ているものの、孤立小型離島及び群島型属島の財政状況は、特に厳しい状況であること

が分かる。安定した離島振興の維持のため、財政の健全化が喫緊の課題となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■表２ 離島における財政の状況 

財政力指数
経常収支

比率（％）

人口一人当たり
地方債現在高

（千円）

0.47 92.3 565

0.22 89.8 1,152

0.58 92.5 548

孤立小型離島 0.31 89.8 650

孤立大型離島 0.31 88.4 1,086

内海・本土
近接型離島

0.59 91.2 428

外海・本土
近接型離島

0.59 95.3 775

群島型主島 0.32 90.7 612

群島型属島 0.16 92.3 1,166

0.56 91.8 440

離島全体

全部離島

一部離島

離
島
類
型
別

全国市町村平均
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５）集落 

離島における集落数の状況を見ると、全体で２，８１５集落、そのうち「高齢者（６

５歳以上）比率が５０％以上の集落」は５１２集落であり全体の約１８％を占めている。

特に、内海・本土近接型離島で約４１％、孤立小型離島で約３４％と高くなっている。

また、過疎地域の割合１２．７％と比較しても、離島における集落維持の困難さが伺え

る。 

 

 

 

離島数

高齢者（６５歳

以上）比率が

５０％以上の集落
割合(%)

2,815 512 18.2 258

孤立小型離島 73 25 34.2 36

孤立大型離島 1,321 186 14.1 10

内海・本土
近接型離島

365 149 40.8 123

外海・本土
近接型離島

99 22 22.2 44

群島型主島 620 53 8.5 15

群島型属島 337 77 22.8 30

62,273 7,878 12.7 -

離
島
類
型
別

離島全体

集落数

過疎地域
 

 

 

６）所得、物価、消費 

一般的に、離島は本土に比べて物価が高く、離島の生活者にとって大きな負担になって

いると言われている。このため、平成２１年度に国土交通省都市・地域整備局離島振興課

では、「離島の生活構造改善に関する調査」を行った。この結果、品目によって違いがあ

るものの、食品、家庭用消耗品等については、本土と比べて概ね離島の方が１割～３割程

高く、特に、外海に位置し本土から遠距離にある小規模な離島で、その傾向が顕著であっ

た。一方、美容・理容等サービスは離島の方が安い品目もあった。特に、ガソリン価格に

ついて離島の平均は、本土よりも２０円程度高いが、離島によって様々であり、本土より

※７ 

■表３ 離島における集落の状況 

 
 
※７：過疎地域における「高齢者（６５歳以上）比率が５０％以上の集落」は、総務省過疎対策室調べから引用。 
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も安い離島も存在していることが明らかになった。 

また、地方公共団体等においても、物価に関する調査※８を行っているなど、物価の高

さについて離島の大きな課題として捉えている。 

このような離島の物価が高いと言われる主な理由は、基本的に、海に隔絶されているこ

とに起因するものであり、海上輸送コストの他、欠航時の品薄や欠品のリスク等も大きく

影響しており、本土と比べて流通コストがかかることが大きな要因の一つであると考えら

れる。その他、取引する量や取引する者が少なく、競争が働きにくい等も理由の一つに考

えられる。また、離島では、物価が高いばかりでなく、商品の選択の余地が少ない。 

しかし、このような課題に対して、輸送費に対する補助制度等をもっている地方公共団

体はあるものの、根本的な解決策を見いだすには至っていない状況である。 

また、収入と支出の関係をみると、離島地域における世帯収入額は全国に比べて約８割

の水準である一方で、世帯消費支出額は全体の約９割程度の水準であり、全国に比べて消

費支出が低い一方で、それ以上に収入が低いという構造に離島生活の厳しい要因の一つが

あると考えられる。消費支出については、「光熱・水道費」、「交通費」及び「通信費」

が全国に比べて高く、特に、「交通費」については「ガソリン代」や「島外への交通費」

が高く、島内の公共交通機関が十分でなく、車に頼らざるを得ない交通環境や、多様なサ

ービス提供を本土に頼らざるを得ない状況が要因として考えられる。 

 

 

７）定住環境（ＵＩＪターン、雇用） 

定住環境を整えるためには、これまで着実に推進してきた上下水道等の生活環境、医療

や教育を受けることのできる基礎的環境、地域の特性に応じた産業振興のための産業基盤

の整備や収入確保のための雇用創出、その他ＵＩＪターンのための情報提供等について、

総合的、継続的な取組が重要である。 

このような中、地方公共団体では、定住環境のため、数多くの複合した取組を行ってい

る。例えば、空き家情報や移住者向けの相談窓口の設置、ＵＩＪターン者への住居費用の

一部補助、離島のＰＲ活動、就業に係る情報提供や地域資源を活用した新規就業者への取

組などである。これらは、人口減少を食い止めるまでには至っていないものの、一部の地

域で着実な成果があらわれている離島もみられる。 

離島全体としては、平成１５年から平成２１年の７年間で、各種ＵＩＪターンに関する

取組により行政で把握できた人数は１，０２７人の実績があり、少なくとも、一人以上Ｕ

ＩＪターン者がいた離島は４７島であり、全体の約１８％である。特に、定住のための条

件として重要な問題は、働く場の確保・創出であるという声が多い。このような状況の中、

例えば、島根県・海士町では、イワガキや隠岐牛、その他農水産物関係等に係る取組によ

って、Ｈ１４年度からＨ２１年度までに１３８名の新たな雇用の創出に加え、２００名以

上のＵＩＪターン者の実績等が見られている。また、海士町の支援として、民間事業者に
 
 
※８：「国境離島・外洋離島についての調査 報告書」平成２２年長崎県 
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よるＵＩターン者の研修生としての受け入れ、さらに、自立の際には、イワガキの稚貝を

１人３万個の養殖数として割り当てることで経営を確保する施策等を行っている。 

 

 

（定住環境向上のための様々な取組例） 

○産業創出のもととなる商品開発等の雇用創出の取組（島根県・海士町） 

○定住促進の各種支援制度等･･･引っ越し費用、家賃の一部補助（島根県・隠岐島町・島後）

・ワーキングホリデーや短期雇用等の期間に応じた体系的制度（愛媛県・上島町）  

・Ｕターン者に対し、半年の経過後に、数万円を支給する制度（大分県・姫島村・姫島） 

○ＨＰ上でバーチャル市民の登録制度で関心を高める（長崎県・五島市） 

○コールセンター等の企業立地促進により、新たな雇用創出（島根県・隠岐の島町・島後）

（長崎県・五島市）等 

○自然ガイドとして自然発生的な移住（鹿児島県・屋久島町・屋久島）（北海道・利尻町・

利尻島） 

 

 

（２）離島の役割 

１）国家的役割、国民的役割 

【計画策定当初の課題】 

日本の領域や排他的経済水域等の保全、各種海洋エネルギーの開発・利用、密航密輸

入の防止等の「国家的役割」に加え、癒しの空間としての役割等の「国民的役割」を十

分に認識し、これらの離島の役割が、最大限発揮できるよう取り組んでいく必要がある。 

 

【取組状況と現状の評価】 

離島振興法では、離島の役割として「排他的経済水域の保全」が明記されたが、その

後、地方公共団体等による「国境離島」の意識の高まりが見え始めている。また、「海

洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針」が平成２１年１２月に総

合海洋政策本部決定されるなど、外海に位置する離島の役割が大きく注目されてきてい

る。また、当該基本方針を踏まえ、「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進

のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律」が平成２２年６月に制定さ

れるなど、排他的経済水域そのものの利用の促進のため、ますます離島の役割が重要と

なっている。 

そのような中、一部の地方公共団体においては、離島の国家的役割や国民的役割を再

認識するとともに、輸送コスト、物価高、海岸漂着物への対応など、「国境離島」をは

じめとした外洋の離島の条件不利性の実態を把握するための調査が行われている。 

これらの外洋に位置する離島に対する関心が高まる中、今後、これらの社会的な動向



10 

を踏まえ、離島振興策の関わり等について引き続き、適切に対応していくことが必要で

ある。 

離島の国家的役割に係る離島住民等の具体的な活動を見ると、漁業者や離島住民によ

る不審船の通報、海上交通安全の協力、海岸清掃等、離島の役割を発揮する活動が多く

見られる。例えば、船舶に係る事故の際に、離島の漁業者による海上保安庁への通報や

行方不明者の捜索の協力が行われるなど、海難事故の対応に貢献している。また、新潟

県・粟島では、島外のボランティアによる３００人規模の清掃活動が行われているなど、

外洋に位置する離島の環境保全に対して、島内・外の協働の取組が展開されている。 

 

 

２）広報活動（離島の役割に係る広報等） 

【計画策定当初の課題】 

 様々な離島の役割については、広く国民の理解を求めていく必要があることから、離

島の存在意義及び役割を踏まえた振興の必要性について、地方公共団体内だけにとどま

らず、継続的に全国へ広報活動を展開していくことが重要である。 

 

【取組状況と現状の評価】 

離島の国家的役割及び国民的役割について、広く国民に理解を求めることが必要であ

ることから、国土交通省都市・地域整備局離島振興課においては、パンフレット「離島

振興について」やホームページ等で、広く国民への啓発、普及に努めている。また、人

が住む離島の重要性について、地元住民や広く国民に再認識してもらうため、平成２０

年度には、「島の宝１００景[石川県・舳倉島のケルン（石積み）の島や静岡県・初島の

エビ網等）」の選定を行った。 

一方、地方公共団体においては、このような離島の役割のＰＲよりも、地元の特産品

や観光交流等を直接ＰＲする取組に重点がおかれ、離島の役割に関するＰＲはほとんど

行われていないのが現状である。 

近年、雑誌やテレビ等様々なメディアでは、積極的な島づくりの取組を展開している

離島（愛知県・日間賀島、佐久島等）や全国的に注目を集めている皆既日食のトカラ列

島（鹿児島県・十島村）や屋久杉等原生の自然が残る世界自然遺産である屋久島（鹿児

島県・屋久島町）をはじめ、多くの離島が取り上げられている。 

今後、さらに広く国民へ離島の役割に関する理解を深めてもらうため、国と地方公共

団体が連携を行い、様々な情報共有をしながら、効率的かつ効果的な広報活動を展開し

ていくことが必要である。 
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（３）価値ある地域差 

【計画策定当初の課題】 

離島振興は、地理的・地形的な面から生じる不利な条件をいかに克服していくかという

視点だけに限らず、離島の持つ特異性・資産・役割といったものに光をあてつつ進めていく

必要がある。 

このため、離島振興に当たっては、離島の有する今日的な役割を踏まえつつ、地域の創

意工夫を基本に、地域固有の資源を活用するなどして、離島の有する地域差を価値ある地域

差として捉え直し、活性化を図ることが特に重要である。 

 

【取組状況と現状の評価】 

離島の「価値ある地域差」については各地方公共団体をはじめ、離島地域でも認識され

ており、その意識も浸透してきている。離島の有する地域固有の資源を活用するなどし、

離島の地域差を価値ある地域差として捉え直している地方公共団体も多い。離島が保有す

るどのような「地域資源」を価値ある地域差として捉え利活用するか、また、どのような

人たちが主体的に活動するか等については、離島がおかれた状況や地方公共団体によって

様々であるものの、この価値ある地域差という前向きな認識が、特産品の開発や体験型の

観光振興等の活気ある元気な取組につながっているものと考えられる。 

 

 

（４）離島地域の創意工夫を生かした主体的な取組 

１）離島地域間の相互の連携 

【計画策定当初の課題】 

諸島又は群島を有する地域等にあっては、これら離島又は離島地域相互間の情報交換

や連携の強化及び推進を図ることが望ましい。 

 

【取組状況と現状の評価】 

離島同士や地方公共団体同士が様々な分野で連携できるかどうかは、離島のもつ地理

的社会的な要素が大きい。離島振興への実質的な成果は、これから期待されるところで

はあるが、各地で様々な取組が始まっている。これまでは、あまり取組が多くなかった

離島同士の連携した取組も、近年になって様々な分野の活動が見られ始めた。例えば、

新潟県・佐渡島や粟島、山形県・飛島では、３島交流を契機として、海岸のクリーンア

ップ活動につながり、この活動に都市住民も参加するなどの展開をみせている。また、

愛知県と三重県の７島が連携して、「七福理想島構想」を掲げ、７島めぐりの観光ツア

ーを定着させる試みが始まっている。現在、各地で展開している離島同士の連携の新た

な取組に係る実際の成果については、今後期待されるところである。 
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（離島地域間の相互の連携の例） 

  ○花の保全活動を通じて、島の活性化を目的に交流促進を図る３島交流会（新潟県・佐渡

島、粟島及び山形県・飛島） 

  ○県を超えた観光振興の７島連携（愛知県の３島及び三重県の４島） 

  ○地方公共団体共同で離島のパンフレット作成（鹿児島県・種子島及び屋久島）（岡山県

及び香川県） 

  ○伊豆諸島全体でのＨＰ立ち上げ（東京都・伊豆諸島） 

 

 

２）多様な主体・住民参加の取組 

【計画策定当初の課題】 

市町村合併が進む中、行政区域の一部になる一部離島の数が増加することが考えられ、

今後は、島内の住民が求める視点のみならず、島外の住民の視点から離島の振興につい

ても考えることが重要である。 

また、離島地域の住民以外によるいわゆる「離島応援団」の掘り起こしと、その応援

団の視点から見た離島振興の方向性について検討する仕組みの構築が重要である。さら

には、行政機関による離島住民との直接対話等により、住民と行政との信頼関係の確保

に努めることが重要となる。 

 

【取組状況と現状の評価】 

離島においても、ＮＰＯ団体やボランティアを始め、多様な主体による取組が積極的

に行われているところである。ＮＰＯ団体や地元の観光協会、ボランティア等による活

動が行われている離島の数は１１７島（全体の約４５％）であり、活動団体も３５４団

体と近年増加傾向にある。例えば、市町村合併を機に、これまでばらばらに活動してい

た団体同士が一体的に動き始めた離島、島外のボランティアや大学等の活動がきっかけ

になって活発化した離島もある。活動分野では、これまでは、農林水産業振興や観光振

興の分野が中心であったが、近年では、教育、福祉等の分野における活動も見られる。

高知県・沖の島では、福祉サービスに加え、高齢者世帯での買い物の支援も行うなど、

広範囲な複合的な取組を行っており、住民の生活そのものをささえていく活動の広がり

がみられる。 

 

（離島振興に関わる多様な主体） 

＜多様な者による取組＞ 

○島民全体での活動･･･全島の住民で構成するＮＰＯ法人で生活福祉等広範囲な分野で活

動（岡山県・笠岡諸島）、島民が出資した会社による活動（愛媛県・弓削島） 
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○島外の人々と地元の人々との協働による島の活性化･･様々なエコツアーや環境教育プ

ログラムを実施（三重・鳥羽市）、本土の高校生による環境保護活動（徳島県・伊島）

、地域住民や漁業者、企業が出資しダイビングツアーを実施（山口県・見島）、白いも

を栽培し、これを使った焼酎・菓子を製造・販売（愛媛県・新居大島） 

○大学と連携した活動･･･山形県内の大学による飛島での活動（山形県・飛島）、知多半

島の大学と地元住民との共同活動（愛知県・日間賀島、篠島、佐久島） 

＜多様な取組内容＞ 

○生活サービス支援･･･高齢者や保育から生活物資配送サービスまで支援（高知県・沖の

島）、ＮＰＯ法人が、生活必需品の買い物代行を、本土の笠岡商店街と連携して実施（

岡山県・高島） 

○島の保育活動・・・島のＮＰＯ団体が島の幼児の保育活動（大分県・豊後諸島） 

 

 

（５）国の支援 

１）国による財政支援、情報提供 

【計画策定当初の課題】 

予算面、税制面及び金融面において、離島地域が選択可能な各種支援措置の整備に努

めるとともに、離島振興計画に定められた事業に対しては、その内容の独自性及び熟度

並びに離島の有する役割の適切な発揮等の観点から重点的な支援を行う必要がある。観

光人口の拡大などは、簡易水道事業計画や下水道事業計画に関連することから、こうし

た情報の提供、周知を行い、また、離島で問題となっている廃棄物対策に関して、使用

済自動車の再資源化、リサイクル家電等について、支援措置及び情報提供に努めるとと

もに、「元気な島」の事例についてもホームページ等で周知していく。 

 

【取組状況と現状の評価】 

各種支援措置について、離島の独自性を踏まえ、離島航路及び離島航空路、自動車リ

サイクル、社会基盤整備等の予算面からの支援措置、民間投資を誘発するための税制面

からの支援措置等を行っている。 

また、国土交通省都市・地域整備局離島振興課のホームページでは、簡易水道事業計

画や下水道事業計画の策定の考え方、自動車リサイクル法や家電リサイクル法に関する

情報、各離島の先進的な取組事例等についても、広く情報提供・周知をしている。 

さらには、離島のエネルギーの効率的供給に資するマイクログリッドの試験的取組、

海岸漂着物の処理に対する支援等、離島振興計画策定後に取り上げられた新たな課題へ

の対応等についても行っているところである。 
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２）国による法律運用上の配慮（農地法、自然公園法） 

【計画策定当初の課題】 

離島振興法第１８条（農地法等における配慮）の規定に基づき、離島振興計画に基づ

く事業に関する各種の許可等の手続きについて運用面で配慮する。具体的には、農地法

においては、交通施設や通信施設等の整備にあたり農地転用が可能となるよう運用し、

自然公園法においては、地域の実情に即して、国立公園及び国定公園の公園計画を適宜

見直すなど、これらについては、関係省庁より必要に応じて説明会等を開催する。 

 

【取組状況と現状の評価】 

離島振興法第１８条を踏まえ、農地法及び自然公園法について、農地法は農林水産省

において、また、自然公園法は環境省において、全国各地にある農政局、現場事業所及

び地方環境事務所に対して、離島地域内における土地利用の変更や開発案件があった場

合には、速やかに情報を関係機関に上げ、法律主旨との整合を図りつつ許可申請等の判

断に的確に対応する旨の通知や説明会を実施するなどをしてきた。これらに基づき、離

島においては、国及び地方公共団体等において、農地法及び自然公園法に係る配慮につ

いて、着実に法律運用上の配慮がなされているところである。 
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第３章 離島振興計画の各分野における状況 

（１）交通体系の整備 

１）離島航路 

【計画策定当初の課題】 

海で本土と隔絶された離島の住民において、離島航路は人流及び物流の両面において、

欠くことのできない存在である。離島航路の減便や値上げなどの影響は、離島住民の買

い物、医療、通勤・通学、島内への生活必需物資の輸送などの島民生活への影響のみな

らず、観光客の利便性や島内産品の本土への出荷など島内産業にも影響を与えるもので

あり、離島航路のサービスレベルの維持・向上は、離島振興のなかでも重要な課題とな

る。 

安全かつ安定的な輸送の確保はもちろんのこと、住民の利用しやすいダイヤや運賃体

系の確保、就航する船舶の大型化・高速化やバリアフリー設備の充実、港湾整備により

港内静穏度を高めるなど利用者サービスの向上に努めることも重要である。 

しかし、離島の人口減少などにより航路の利用者は大きく減少しており、事業者の赤

字や航路の維持のために支援を行う行政の負担も大きくなってきており、離島航路の維

持が喫緊の課題となっている。 

 

【取組状況と現状の評価】 

①離島航路の現状 

離島航路の利用者数は、離島人口の減少等の要因により、平成１４年と平成１８年を

比較すると約１１％の減となっている。利用者数の減や燃油の高騰など、離島航路を取

り巻く経営環境は厳しく、減便（２３航路[離島航路の約１２％]）や値上げ（６６航路[離

島航路の約３４％]）、廃止（７航路[離島航路の約４％]）、という選択を余儀なくされた

航路も多くなっている。国土交通省都市・地域整備局離島振興課が平成２１年度に行っ

た「離島の生活構造改善に関する調査」においては、離島住民の年間世帯収入額は全国

平均の８割程度にとどまっている一方で、交通費に関する支出については２～５割程度

高いことがわかった。医療施設や商業施設など島内でのサービスが十分でないことから、

船舶等により島外に行かなければならない状況が伺え、航路運賃の値上げは離島住民の

生活をさらに厳しいものとすることとなる。離島航路に関しては、国・地方公共団体と

もに補助を行っているが、国は全国一律的な観点からの補助を行うものとして、標準的

な収入と費用から算出される欠損額（標準欠損額）について補助を行っている。地方公

共団体は、地域の状況に応じて独自に補助を行っている。離島航路事業者の経営が悪化

していくなか、国の離島航路補助制度については、欠損を抑制していく仕組みが十分で

はなく、財政上の制約もあることから航路を将来も安定的に維持するためにも、航路事

業者の経営改善を促すような制度が求められていた。運航ダイヤの見直しや船舶の省エ

ネ化・小型化などによる経常的な運航経費の削減のための対策とともに、離島補助航路
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において、６割を超える老朽化船舶※９の更新も離島航路事業者にとって大きな課題とな

っていた。 

 

②離島航路に対する制度の改善 

このような課題に対処するため、国土交通省においては、平成２０年１月に離島航路

補助制度改善検討会を設置し、同年８月に「中間とりまとめ」、平成２１年３月に「最終

報告」をとりまとめ、これらをもとに補助制度の改善を行った。具体的には、国、地方

公共団体、航路事業者など関係者による航路改善協議会の設置及び航路改善計画の策定

を新たに行うこととするとともに、地方公共団体が経営状況の厳しい事業者から船舶の

買い取りや事業者の代わりに船舶建造を行って航路維持を図る「公設民営化」を行う場

合の支援、省エネ船や需要規模にあった小型船・共同予備船（代船）等の建造支援、新

造船舶に対する固定資産税軽減の特例措置による支援等の内容となっている。 

このような国の制度改善を受けて、各地で航路改善協議会の設置が行われており（平

成２１年度１６航路）、公設民営化や新船の建造支援などに向けた検討が行われている。 

長崎県・中通島では、前述の制度改善に先立ち、平成２２年２月に運航コストを低減

できる省エネエンジンを搭載した「びっぐあーす」が就航し、公設民営化を行った。船

舶を新上五島町で所有し、離島航路事業者へ無償貸し出しを行い、人件費・燃料費等の

負担を含め、運航から管理までの運営は離島航路事業者で行うもので、離島航路事業者

の船舶更新費用の軽減とともに、船舶の更新による省エネ化を進めることで航路運航の

合理化・効率化が図られ、離島航路の安定的な維持確保につながっている。 

また、長崎県においては、離島航路事業者に対して老朽船舶の更新や船舶長寿命化に

要する経費の補助を行う際、補助相当額を全額運賃低廉化に反映させることを補助の条

件とすることで、島民の負担軽減と離島地域の交流人口拡大を図っている。平成２３年

４月には長崎～五島航路に新船が就航予定で、就航と同時に２０％程度の運賃の引き下

げが行われる予定となっている。 

 

③地方公共団体による運航改善や運賃割引等の取組 

離島航路の需要喚起や航路の再編などに向けて、各地方公共団体や離島航路事業者に

おいて社会実験や実証運航などが取り組まれており、国は平成２０年に創設された支援

制度「地域公共交通活性化・再生総合事業」などにより支援を行っている。例えば、鹿

児島県・三島村と鹿児島港を結ぶ航路においては、本土（鹿児島港）と終端の黒島まで

の間で折り返し運航しており、本土方向への便は月半分程度しか無かったが、新たに終

端の黒島から本土の枕崎港へ航路延伸を行うことで、本土への１日１便体制を実現する

という航路改善のための実証運航を平成２２年度に行っている。 

また、愛媛県・忽那諸島では、忽那諸島の交通拠点機能を持つ中島港のバリアフリー

化等の実施、本土側の高浜港に隣接する伊予鉄道等で使用できる「い～カード」システ

※９：老朽化船舶（耐用年数を超過している船舶）の割合は、離島航路補助制度改善検討会資料より引用。 
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ムの導入を行い、本土側公共交通機関との乗り継ぎの利便性を確保するなどの取組を行

っている。 

地方公共団体では、独自の補助を行っている場合が多いが、航路事業者への補助だけ

でなく、直接航路利用者へ補助している事例も多い。直接補助では、政策のターゲット

に限定して運賃負担の軽減が図れるため、政策目的に合わせて通学や通院等の島民サー

ビスに対して、また、観光客誘致に向けた割引などの運賃補助が地方公共団体の創意工

夫により行われている。 

北海道・奥尻町、江差町、せたな町で組織する奥尻航路活性化協議会では、平成２２

年度の夏期期間中に観光を目的として、島内の宿泊施設で１泊以上する利用者に対して、

乗用車の復路航走運賃を無料にする運賃助成を行って、観光客誘致を行っている。 

新潟県・佐渡島においては、平成２１年３月から開始された高速道路料金の引下げ（地

方部の休日上限１，０００円等）も踏まえ、同年５月～７月に、本土発の自動車航走運

賃を片道１，０００円、通常往復約３万円を「往復２，０００円」とする料金割引を実

施した。期間中の乗用車航走台数が約２．５倍、航送人員数が約１割増となった。佐渡

市では、市の負担額８，５００万円に対して経済効果額約３．５億円などの効果があっ

たと試算している。 

また、多くの離島において、島民の通学や通院に対して補助を行っているほか、三重

県・鳥羽市の離島においては、離島地域で介護サービスを行う介護保険事業者に対して

運賃補助を行う事例もある。 

 

④港の整備による就航率の改善 

離島航路の船は比較的小さいこともあり、台風等の天候条件より欠航する場合がある。

欠航は、離島住民の移動を大きく制約するとともに、生活物資の運搬が止まるため、生

活が不安定になる要因となる。 

このような状況を踏まえ、離島航路で使用する港の整備も進めてきており、港内の静

穏化等により就航率の向上が期待できるが、平成１４年度から平成１８年度にかけて、

就航率の全体平均は９６．０%から９５．７％とほぼ横ばいながら、特に波の影響を大き

く受ける外海に面した孤立型の離島においては、就航率は８９．０％から９０．７％へ

向上している。 

引き続き、離島における住民生活の安定と安全を確保するため、離島航路における船

舶の就航率の向上や大型化に対応するための港の整備を推進することとしている。 

 

⑤燃油価格の高騰 

航路運航の主要なコストである燃油の価格は、平成１９年から平成２０年にかけて急

激に高騰した。この高騰の影響により、燃料サーチャージによって値上げをした離島航

路は１６航路あった。このほか、燃油高騰期に恒常的な運賃値上げを行った航路も多い。



18 

また、燃料節約のために航行速度を低下させるなどの措置が行われ、影響を受けた航路

もある。 

 

⑥離島航路に関するまとめ 

多くの地方公共団体では、航路改善協議会を設置し、航路運航の効率化に向けた構造

改善を行うことにより補助額を抑制しようと取り組んでいるが、離島の人口減少等によ

る旅客の減少という構造的な問題への改善の展望は見えず、厳しさを増す財政状況のな

かで今後の航路維持に不安を感じている地方公共団体も多い。国・地方公共団体・航路

事業者のそれぞれの努力により、引き続き航路の維持に対する取組を進めていくことが

重要である。 

 

 

２）離島航空路 

【計画策定当初の課題】 

離島航空路についても、本土から離れた外海離島において、本土側の生活拠点となる

都市とを結ぶ生活路線が就航している。また、大阪や東京といった大都市と離島を結ぶ

路線もあり、観光客誘致に大きな役割を果たしている。 

しかし、離島航路と同様に、離島の人口や観光客の減少などにより離島航空路の利用

者は大きく減少しており、離島航空路の維持のための環境は悪化している。 

 

【取組状況と現状の評価】 

①離島航空路の現状 

離島航空路の利用者数は、離島人口の減少や景気低迷等の要因により、平成１４年度

と平成１８年度を比較すると約１２％の減となっている。利用者数の減という厳しい経

営状況を受け、廃止という選択を余儀なくされた路線もある。現行の離島振興計画期間

中だけでも、平成１８年３月に上五島―長崎線、平成２０年１０月には佐渡―新潟線な

ど、６路線で路線廃止となった。 

 

②離島航空路に関する制度と取組概要 

離島の航空路線については、従来よりナショナルミニマム確保のため、生活交通手段

として航空輸送が必要である離島に就航する航空運送事業者に対して、機体購入費及び

運航費に対する補助、着陸料の軽減、航空機燃料税及び固定資産税について軽減措置が

実施されてきた。 

一方で、離島航路の旅客数は減少傾向にあり、航空会社の経営も厳しいものとなって

いる。隠岐空港や種子島空港のジェット化が完了するなど、空港整備も着実に進捗して

いる。一方で、ジェットフォイル等の競合する交通手段の便数の増加や、人口や観光客
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の想定を超えた減少などにより、プロペラ機に比べて座席数の多いジェット機の就航は、

チャーター便や繁忙期のみといった状況も起こっている。東京や大阪など大都市との間

を結ぶ離島航空路は、観光客の誘致に大きな影響力を持っており、航路の維持・新規開

拓に向け、地方公共団体をはじめとする地元関係者の利用客獲得策が重要となるととも

に、航空関係の税の優遇措置の拡充等の離島航空路を維持するための支援が求められて

いる。 

 

 

３）物流 

【計画策定当初の課題】 

離島は物流のほとんどを航路に依存しており、航路の運送費が島内と本土の物価格差

の大きな要因と考えられるが、その他にもロットの小ささ、輸送の不安定さに起因する

在庫確保のための経費増大などの要因も考えられる。 

物流は島内で生産される産品の出荷の面からも重要で、島内に搬入する物資と同様に

航路の運送費や輸送の不安定さなどが離島産品のコスト高の要因となり、本土等との地

域間競争のマイナス要因となることから、離島振興のうえで障害となっている。 

 

【取組状況と現状の評価】 

①物流に関する制度改善と取組概要 

離島と本土を結ぶ物流は、定期航路の旅客船やフェリーにより行われている場合が多

い。一部の離島においては、貨物専用船により物資の運搬が行われている。 

物流に関する施策として、物資輸送に対する補助を行っている地方公共団体もあるが、

旅客運賃に対する補助に比べると、実施している地域は少ない。 

島民の生活物資に関しては、北海道・利尻島、礼文島、天売島、焼尻島及び奥尻島な

どでは、地元地方公共団体が島民の使うプロパンガスのフェリー運賃についてその一部

を補助している。伊豆諸島においては、生活物資のうち、小麦粉や食用油等について貨

物運賃の１００％補助を行っている。 

また、離島の産品の出荷に関しては、佐渡島では市が製造業者の製品出荷に対して補

助をしているほか、甑島では市が離島の農産物や水産物の本土への輸送経費の補助を行

っている。 

 

②ガソリン価格の高騰への対策 

離島においては海上輸送費の影響などにより、島内の自動車用ガソリンの価格が本土

に比べて高い状況にある。国土交通省都市・地域整備局離島振興課においては、平成２

１年度に離島における物価高等を詳細に把握するため、「離島の生活構造改善に関する調

査」を行った。この調査のなかで、離島のガソリン平均価格は都道府県平均に比べて約
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２０円高いが、島毎の価格のばらつきも大きいことがわかった（平成２１年９月、平成

２２年１月時点）。 

また、平成１９年から平成２０年にかけて、全国的なガソリン価格の高騰が起こり、

離島地域のガソリン価格も大きく高騰した。離島地域においては、離島と本土を結ぶ航

路において燃油を使うほか、公共交通がほとんど無いなかで住民の足は自家用車に頼る

ことも多く、また、主要な産業の１つである漁業においても漁船が利用されており、燃

油価格の高騰は離島住民の生活に大きな影響をもたらす。 

水産庁では、燃油の高騰を受けて平成１９年１２月に燃油高騰対策推進プロジェクト

チームの設置等の取組を行い、平成２０年７月には燃油高騰水産業緊急対策を策定する

など、漁業事業者に対する燃油高騰対策を実施した。 

経済産業省でも、ガソリンなど石油製品価格の高騰を受けて、平成２０年９月、離島におけ

る石油製品の流通合理化による運送コスト低減を図るため、「石油製品流通合理化支援事業」

を創設した。本事業を活用し、１０地域※１０において石油流通合理化の可能性が検討され、各

島の石油製品の流通のあり方について一応の結論を得た。石油製品の流通合理化に向けた

対策の検討を行ったものの、流通関係事業者や地元住民の合意を得られず計画の策定に止

まる地域もあったが、関係者の合意を得られた離島においては、計画が実行され合理化が図ら

れた。島根県・隠岐島地域では、隠岐４島に供給される石油製品を本土から受け入れるた

めの共同油槽所の整備や共同配送のためのタンクローリーの配置及び島前のガソリンス

タンド地下タンクの整備等の実施により、流通コストの低減が図られた。また、北海道・

奥尻島、利尻島及び礼文島において、冬期の暖房用燃料など島の生活に不可欠な灯油の流

通コストの低減及び安定供給の確保のため、町が所有し老朽化している灯油備蓄タンクを立て

替える予定であり、本年度末の供用開始に向けて事業を推進している。 

 

③物流のまとめ 

離島住民の購入する生活物資等の価格や産品の移出にも物流は大きな影響力を持って

おり、離島振興を考えるうえでも重要な要素となるものだが、これまでは離島の支援を

検討する上で焦点が十分に当てられてきたとは言い難い。今後は離島の物流に関しても、

流通コストの低減に向けて、官民を問わず多面的な取組の検討がなされることが期待さ

れる。 

 

 

４）バス等の島内交通の状況 

【計画策定当初の課題】 

人口減少が著しい離島においては、路線バス等の既存の公共交通の維持にも苦慮し

ているとともに、高齢化に伴い、自家用車が利用できない島民も増えてくるため、新た

に公共交通機関の必要性も増してきている。島内道路の整備や離島航路、本土側の港か

※１０：１０地域には奄美群島が含まれる。（北海道・礼文島、利尻島、奥尻島、新潟県・佐渡島、島根県・隠岐の島、長崎県・対馬島、五島列島（新上五島

町、五島市）、鹿児島県・甑島、奄美群島の１０地域） 
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ら本土の拠点までの移動手段と合わせて、総合的な観点からの交通体系の検討が必要と

なる。 

 

【取組状況と現状の評価】 

①� 内公共交通機関 

バス路線が運行している離島は平成２１年度で５６島あったが、計画期間中に８島

で一部バス路線の廃止があった。一方で、１４島においてコミュニティ交通が導入・運

営され、地域の交通を確保している。例えば、岡山県・笠岡諸島では、島民が会員であ

るＮＰＯ法人「ＮＰＯ法人かさおか島づくり海社」が、北木島において、高齢者の島内

移動手段の確保を目的に、平成１８年１０月に過疎地有償運送事業の認可を受け、１０

人乗りバンによる島民の輸送事業を行っている。また、熊本県・御所浦島及び牧島では、

高齢化に伴い交通弱者が増加していることから御所浦町が中心となり、乗合タクシーの

運行を行っている。地元タクシー会社が運行しており、地元地方公共団体がタクシーメ

ーター料金と、料金収受額の差額を補助する仕組みとなっている。今後、高齢化が一層

進展する中で、このような地元地方公共団体や住民が主体となって細かいニーズに対応

する取組はますます重要になると考えられる。 

 

②島内道路、離島架橋 

島内道路については、道路の改良率が平成１５年４月の４３．２％から平成１９年

４月には４４．７％となり、着実に整備が進捗している。 

また、離島架橋については、平成１５年からこれまでに、離島の隔絶性を解消する

本土との架橋について２橋が、離島間の架橋が１橋供用を開始しており、着実に整備が

進捗している。平成２０年１１月に、本土と橋で既につながっている上蒲刈島と豊島を

結ぶ豊島大橋(広島県)が開通したことにより、豊島・大崎下島(広島県)及び岡村島(愛

媛県)の隔絶性が解消し、平成２２年４月に離島振興対策実施地域指定が解除された。 

平成２１年４月には、長崎県鷹島において鷹島肥前大橋が供用した。供用にあわせて市

道鷹島白浜線の改良工事も行われるなど島内道路の整備も行われ、また、島内と本土側

を結ぶバスも同時に運行を始め、橋の供用にあわせた島内交通の整備が計画的に行われ

た。 

 

 

５）交通基本法 

交通基本法については、国土交通省において、厳しい状況にある離島等の地域における公

共交通の確保のあり方、経済成長や地域活性化を支える交通のあり方、まちづくりとの関係、

地球温暖化等様々な観点から、現在、法案提出に向け、その内容の検討を行っているところ

である。 
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（２）高度情報通信ネットワーク等の充実 

【計画策定当初の課題】 

離島振興基本方針においては、離島地域特有の地理的制約を克服する上で、高度情報通

信ネットワークの整備は極めて有効な手段であり、医療、教育、物販及び観光等での活用

が期待されている。離島地域において、高度情報通信ネットワーク等に関する民間企業に

よる提供が採算性等の問題から困難とされている場合には、その利用可能性、利用頻度の

見込み等を明確化した上で、国の各種助成措置の活用等により採算性の懸念を軽減させる

ことで、民間による高度情報通信ネットワーク等の導入を図っていく。 

 

【取組状況と現状の評価】 

離島における高度情報通信ネットワーク※１１について、代表的な手段としてはブロード

バンド※１２があげられる。その他のツールとしては、本土と離島間等を結ぶ公共施設のイ

ントラネット、携帯電話及び地上デジタル放送への対応等があり、これらの普及について

は以下のとおりである。 

 

１）ブロードバンド 

平成１９年時点の調査では、多くの離島の公共施設間においてイントラネットが構築

されているものの、ブロードバンドサービスの提供については、離島での高齢化や人口

規模が小さいことによる採算性の問題等からサービス提供の見通しが立っていない離島

がみられた。情報格差が拡大しないようブロードバンドサービスを普及推進する必要が

あった。 

その後、ブロードバンドサービスの普及を民間、政府、地方公共団体等が行った結果、

平成２２年６月末時点におけるブロードバンドサービスは、携帯、衛星等の手段を除き

敷設のブロードバンド基盤が全く使えない島は９７島（全離島の３８％）となった。総

務省の地域情報通信基盤整備推進交付金（ＩＣＴ交付金）等の活用を通じて、離島を抱

える地方公共団体からの要望に全て対応した結果、平成２３年３月末時点では６９島（同

２３％）に減少する見込みである。それらの島のほとんどは、人口が少なく、高齢者比

率が高いため、住民からブロードバンド敷設に関する要望がない島や夏期に漁業等でし

か居住しない島である。 

なお、携帯電話サービスの代表的な会社であるＮＴＴｄｏｃｏｍｏによれば、上記６

９島のうち、５９島は３．５世代の携帯電話におけるブロードバンドサービスを利用す

ることができるため、実質ブロードバンドサービスが利用できない島は１０島（同４％）

である。 

離島地域における有人離島においては、一部を除きほぼ全ての島にてブロードバンド

を利用できる環境にある。これを利用して、多くの離島においては、インターネットを

 ※１１：「高度情報通信ネットワーク等の充実」における離島数は、平成２２年６月時点の２５８島である。 

※１２：本報告書におけるブロードバンドとは、ADSL、FTTH、ケーブルテレビ等の情報通信基盤や、ワイヤレスブロードバンドシステム、３．５世代携帯電話、

衛星ブロードバンド等も含まれる大容量のデータを活用したサービスのこと。従来の電話回線や ISDN 回線による数十 kbps の回線と区別される。 
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用いた農林水産物の販売、観光分野における観光客の誘致等を積極的に行っている。 

但し、敷設のブロードバンド基盤が使用できる島においても、島内の一部地域しか利

用できない、通信が安定しない、高速大容量通信の需要増加に対応できない等環境改善

の要望がある。 

今後の課題としては、高齢者比率の高い島における情報リテラシー教育の推進や離島

での成長産業、教育分野等における利活用の促進等があり、これまでのハードに重点を

おいたブロードバンド整備による利用者の拡大からソフトに重点をおいたブロードバン

ドサービスの普及促進へと変わってきている。 

加えて、離島においても、高速大容量通信に対応すべく、光ファイバー等超高速イン

フラの整備を加速化させることが必要である。 

 

 

（ブロードバンドを利用した取組の例(観光・物販除く)） 

＜医療＞ 

○無医村である粟島浦村では、毎週水曜日と木曜日の２日間、本土側の総合病院の脳外

科医、内科医等によるテレビ診療が行われている。（新潟県・粟島） 

○広域連合立病院では、遠隔画像支援システムを導入した。病院からの依頼により、本

土側の県立中央病院及び日赤病院において、インターネットを経由したＣＴデータの読

影等が可能となっている。（島根県・島後） 

＜産業＞ 

○種子島では、システム開発・コンサルタント等を行うソフトウェア会社が、五島列島

では、データ入力サービス等を行う情報処理・提供サービス会社が、平成２０年から事

業を開始している。（鹿児島県・西之表市・種子島）（長崎県・五島市・五島列島） 

○アパートをはじめとした不動産管理物件について、光熱費の手配業務・ブロードバン

ド設備の問合せ対応等を目的としたコールセンター運営企業を平成１９年に誘致した。

（長崎県・壱岐島） 

＜教育等＞ 

○飛島小学校では、平成２２年６月に島内にＡＤＳＬが整備されるまでの間、衛星ブロ

ードバンドが導入されていた。（山形県・酒田市・飛島） 

○公共施設に住民用開放端末を設置しており、住民が自由にインターネットを利活用で

きる環境を整備している。（長崎県・佐世保市・宇久島、黒島） 

 

 

２）地上デジタル放送 

地上デジタル放送については、平成１３年の電波法改正により、アナログ放送は平成

２３年７月２４日までに終了することになった。平成１５年１２月１日には、関東広域
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圏、中京広域圏、近畿広域圏から放送が開始され、以降、平成１８年までに全国県庁所

在地でも順次放送が開始されている。 

離島における地上デジタル放送に関し、平成２２年６月末時点で地デジが受信できる

環境に全く対応出来ていない島は１９島（全体の７％）である。また平成２３年３月時

点では１０島（全体の４％）に減少する見込みである。総務省と放送事業者は、地方公

共団体の協力の下、今後全ての有人島についてアナログ放送終了までに暫定的難視対策

である地デジ難視対策衛星放送での受信を含めデジタル放送が受信できる環境となるよ

う対応することとしている。 

 

３）携帯電話 

平成２２年６月末時点で携帯電話対応がなされていない島は３島である。この３島に

ついては人口が少なく高齢者比率が高いため、携帯電話使用可能環境整備の要望はない。

携帯電話が使用できるとされている島については、島内で使用できるものの、電波が弱

い、集落を中心にごく限られた場所でしか使用できない、特定の会社しか使用できず、

他の会社でも使用できるようにしてほしい等の要望がある。 

 

 

（３）農林水産業等の振興 

１）離島における農林水産業の現状 

離島では、農林水産業が基幹産業であり、水産物をはじめとする農林水産物は食料安

定供給を図る上で重要な役割を果たしている。一方で、離島特有の地理的条件不利性か

ら、一般的に生産・輸送コストが高く、第１次産業従事者は小規模・零細な者が多い。 

離島における農林水産業生産額の推移は、平成２年のピークを境に、平成１８年には

半減しており、大幅な生産額の減少が見られる。 

離島における漁業は、離島周辺の海域を活用した沿岸漁業が主体であり、離島の沿岸

漁業（養殖を除く）の水揚量は、全国の沿岸漁業全体の約２割を占め、本土にも多様な

水産物を供給している。また、水産資源の減少、漁価の低迷等漁業を取り巻く環境が厳

しい中、養殖や畜養の導入等を行っているところもある。 

また、離島の農業は、狭小で急傾斜地が多いなどの地形・地勢的要因により農業生産

面に制約を受けるため、本土に比べて大規模かつ効率的な農業経営が困難な状況にある。 

以上のように離島における農林水産業の低迷が著しい中、各離島では、より地域の特

色を生かした産業とするため、地域ブランド化の確立、高付加価値化、地産地消、販路

の拡大、観光業との連携等を積極的に促進しているところである。 
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２）農林水産業生産基盤の強化、担い手の育成・確保 

【計画策定当初の課題】 

離島における農林水産物の生産額は、価格低迷等の影響により減少傾向である。また、

離島における農林水産業の就業者数は、高齢化、後継者不足等により減少し、総じて低

迷している。このような状況の中で、農林水産業生産基盤の強化、担い手の育成確保等

が、今後の離島における農林水産業の振興を図る上で非常に重要な課題である。 

 

【取組状況と現状の評価】 

農林水産業においては、全国的に高齢化、後継者不足が低迷の要因の一つであると言

われているが、離島においては、さらに本土に比べ、農林漁業の経営や就労環境、生産・

流通コスト、新規就業者等の担い手の育成・確保についても非常に厳しい状況にある。 

担い手育成確保の課題に対しては、離島全体として、様々な取組が行われているとこ

ろであり、一部の離島においては、ＵＩＪターン等の新規就業者が見られるところもあ

るが、就業人口や就業人口に占める若年層の割合等の大きな改善等の兆しは依然として

みられない。 

そのような中、都市住民等に対して、ＵＩＪターンに関する情報を広く発信するため

に、島外への情報提供を実施している離島も多い。具体的な取組としては、インターネ

ットによる情報提供や説明会、相談窓口の設置、新規就業者のための短期、長期の農林

水産業研修をはじめ、初期投資を軽減するための資材のリースや提供等が行われている

 

離島の主産業である農林水産業の生産額は減少傾向にあり、特に水産業においてその傾向が大きい。 

 

■図２ 離島における農林水産業生産額の推移 
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ところである。例えば、長崎県・小値賀島では、町の担い手公社において、農業の担い

手確保育成のための研修生の受入等を行い、次代を担う後継者の育成及び農業生産基盤

の充実を推進しており、平成２０年度までに９名の修了生が小値賀島で就農するといっ

た成果を上げている。 

 

 

３）輸送コストの縮減・販路の拡大 

【計画策定当初の課題】 

離島は本土の市場から遠く、農林水産物の輸送にもコストが割高になることが多いこ

とから、交通体系の整備や加工流通施設の整備を推進し、離島の実情にあった流通体系

の確立が必要である。また、流通体系の確立と併せて販路の拡大を図ることも必要であ

るが、出荷時間の制約や狭小・急峻な農地のためにまとまった販売数量が確保できない

ことなどにより、販路の開拓が難しいところである。 

 

【取組状況と現状の評価】 

①輸送コスト 

海によって本土と隔絶されることにより、本土に比べて流通コストが余計にかかる

ために、移入する資材等の価格が高いだけでなく、生産した物を移出し販売する際のコ

スト高にもなっている。これらは、離島特有の条件不利性がその要因の一つである。 

これらの状況の中、輸送コストの縮減を図るためには、流通経路を変える、量をま

とめるなどの取組が必要である。一部の離島では、例えば、北海道・天売島・焼尻島の

ように、魚介類の出荷時間を調整するとともに小口出荷から一定量をまとめて出荷を行

うといった取組が見られるものの、全体としては、小規模な経営形態等に起因してロッ

ト自体が少ないなどの理由により、流通コスト縮減の取組自体が進んでいない。 

また、これら輸送形態を変えるといった取組以外に、いくつかの地方公共団体の支

援策として、例えば、鹿児島県・南西諸島地域においては、島内での生産物及び飼料の

出荷に係る輸送費を直接補助しているところもある。 

 

②販路の拡大 

販路拡大の取組としては、離島全体のうち約３割の離島で様々な取組が行われてお

り、今次計画において、その取組はますます進展が見られる。 

これらの具体的な取組をみると、アンテナショップ、通信販売、ネット販売、直販、

大手外食チェーンや百貨店等との提携、海外への販売展開等の事例があり、多様化して

いる。 

このため、離島独自の地域の特性をアピールするとともに、他産業との連携強化に

より、農林水産業を核とした地域全体の産業振興を図っていくための取組をより一層推
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進していく必要がある。 

 

 

 

 

４）消費の増進（高付加価値化、地産地消等） 

【計画策定当初の課題】 

離島の農林水産業は低迷傾向にあるが、離島の農林水産業の振興を図るためには、地

域特性を生かした新規作物の導入、高付加価値型の農林水産業の展開を図ることや、安

全安心な農林水産物の宣伝・地産地消の取組等の推進を図ることが必要である。 

    

【取組状況と現状の評価】 

①高付加価値化 

地元農産物や特産品について、制度的な位置付けを有するブランド化（都道府県や

市町村等の認定・推奨制度を活用）が行われている離島は、全体の約１割程であるが、

その他の離島についても、商標登録していないものの、独自の取組により特産物を売り

出すなど、多くの離島が付加価値を高める取組を行っている。 

その他、高付加価値化の取組として、特産物の開発や高鮮度化があり、６次産業化

の実現として、材料、取組体制等についても多種多様な取組が行われている。特に地域

の特性を生かした地元農産物や特産物の開発等に着手した事例については、着実な販売

実績を得る等成功したケースも多い。 

今後も、農林水産業を核とした地域全体の産業振興を図っていくため、地元農産物

や特産物の付加価値を高める取組をより一層推進していく必要がある。 

 

 

（販路拡大の取組） 

＜企業、地方公共団体等による特産物等の紹介＞ 

○アンテナショップを島外に開設（新潟県・佐渡島）（長崎県・宇久島等） 

○首都圏で特産物であるカキの試食会を開催（宮城県・大島） 

＜通信販売・ネット販売＞ 

○漁協が主体となって加工品等のネット販売を実施（北海道・利尻島等） 

＜島外の大手企業等との提携＞ 

○水産加工会社とコンビニが協同してシラス商品を開発・販売（愛知県・篠島） 

○島内で生産のしいたけを県内外への出荷、首都圏との取引（島根県・島後） 
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②地産地消 

地域で消費を進めるための取組についても、学校給食への地元農林水産物の提供、地

元旅館や民宿との提携、直販施設等での販売など、全体的に進展が見られる。後者は特

に観光など他産業との相乗効果も生むものと考えられ、農林水産業と他産業との融合に

より地域全体の産業振興に資するものである。 

さらに、新潟県・佐渡島においては、平成２１年１０月に地産地消推進条例が制定さ

れ、平成２２年３月には佐渡市地産地消推進計画を策定し、行政が制度的、体系的に地

産地消を進めていく動きも出始めている。 

以上のように、離島独自の豊かな地域の特性を生かし、農林水産業を核とした地域全

体の産業振興を図っていくため、地産地消をより一層推進していく必要がある。 

 

（高付加価値化の取組事例） 

[ブランド化] 

＜都道県等からの認定制度等を受けているもの＞ 

○トキの試験放鳥を契機に、佐渡市とＪＡが連携し、さらに環境に配慮した栽培基準

に基づいて栽培した「朱鷺と暮らす郷（米）」（新潟県・佐渡島） 

○隠岐特産の海藻から作られるミネラル豊富な天然塩の藻塩を使って栽培された、「島

の香り藻塩米（米）」（島根県・島後） 

○低農薬を徹底し、短期間で消費者へ届けられる、防腐剤等の添加物を一切使わない

安心・安全のレモンである「青いレモン」（愛媛県・岩城島） 

○平成１８年に漁業協同組合が愛媛県の地域ブランドとして、生産量・方法を適切に

管理することで脂っぽさが少なく天然に近い味わいの魅力がある「戸島一番ブリ」を

商標登録。（愛媛県・戸島） 

[特産物の開発や高鮮度化] 

＜地元産業の技術を有効活用＞ 

○地元の石材加工技術を生かし、高級干物「灰干し」の商品開発（岡山県・北木島）

＜ＮＰＯ等との連携による特産物の開発＞ 

○ＮＰＯ等の活動による白いもの生産や焼酎・菓子の製造開始（愛媛県・新居大島）

＜新たな技術の導入による特産物の開発＞ 

○魚介類の新たな冷凍技術を導入し、加工品を島外に出荷（島根県・中ノ島） 

（地産地消の取組事例） 

＜学校給食への地元農水産物の提供＞ 

○児童生徒に対する安心安全で新鮮な地元農林水産物をＰＲ（島根県・隠岐島等） 
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５）観光との連携 

【計画策定当初の課題】 

離島においては、農林水産業の低迷による農山漁村の衰退が進んでいるところである

が、離島ならではの豊かな自然環境等を観光資源として活用し、農林水産業と観光業の

一体的な振興が必要である。 

 

【取組状況と現状の評価】 

離島では、農林水産業の低迷の中、離島地域の特性を生かした、農林水産業体験を通

じた観光・交流の推進、旅館や民宿等で地元の食材を提供する取組など、観光業と融合、

連携した取組が全体として進展してきている。例えば、長崎県小値賀島では、恵まれた

自然を生かし、観光客を対象とした田植えや稲刈りを行う農業体験ツアー、刺し網や魚

さばきを行う漁業体験ツアーなどをＮＰＯ法人が行っており、交流人口が増加するとい

った成果を上げている。 

このように、農林水産業と観光業との連携は、農林水産業の振興を図っていく上で、

有効な手段となるものであり、より一層推進していく必要がある。 

 

 

６）異業種の農林水産業への参入 

【計画策定後の新たな課題】 

近年の公共事業費の削減や長引く景気の低迷により、特に建設業をはじめとした企業

の経営悪化や、それに伴う失業者が増加している。そうした中で、企業は雇用維持のた

めに新規分野の開拓を迫られており、特に農林水産業への期待感の高まりが見られると

ころである。 

○学校給食生産組合を立ち上げ、地場産野菜を学校給食に提供（新潟県・佐渡島） 

＜地元旅館や民宿での地元農水産物の提供＞ 

○地元ホテルで奥尻和牛を提供しているほか、「なべつる祭」で町民や観光客へ販売（北

海道・奥尻島） 

○地元ホテル、旅館で島で取れたタコ、フグ等を食材として提供、都市圏にＰＲ（愛知

県・日間賀島） 

＜直販施設での販売＞ 

○島内の観光センター内に、農産物を販売する直売スペースを設置し、観光客等への地

元産品のアピール（愛媛県・岩城島） 

○島内に農林水産物の直売所を設置し、計画栽培、出荷ルールの作成等地元農林水産物

の利用拡大を推進（島根県・中ノ島） 
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【取組状況と現状の評価】 

近年の公共事業の低迷の中で、農林水産業への期待を受け、異業種の農林水産業への

参入実績も見られる。長崎県・高島のような特区制度を利用したものなどが多く、その

後全国展開されているものもある。新たな特産品が完成し、地域の雇用創出に繋がった

事例も見られる。 

異業種参入の対象としては、野菜、畜産等様々であり、また、その参入者も様々であ

る。例えば、島根県・中ノ島では建設会社が隠岐牛を飼育し成功した事例、長崎県・高

島では海運業者がトマトのハウス栽培に取組み成功した事例、同県・対馬島では建設会

社がしいたけ栽培を行って成功した事例がある。 

このように、離島においては、農林水産業が地域の新たな産業や雇用の受け皿になっ

ていく可能性として期待される。 

 

 

７）耕作放棄地 

【計画策定後の新たな課題】 

高齢化、労働力不足、農産物価格の低迷等により、全国的に耕作放棄地が年々増加し

ている。耕作放棄地を適正に活用して、農地の有効利用を図ることは、食料自給率の向

上及び農業の多面的機能の発揮等の観点からも重要な課題となっている。耕作放棄地の

解消及び発生防止が課題となっている中、耕作放棄地解消のための取組が見られはじめ

てきたところである。 

 

【取組状況と現状の評価】 

離島においては、高齢化、労働力不足、農産物価格の低迷等により、耕作放棄地の増

加に歯止めがかかっていない状況であるが、離島ではもともと小規模な経営が多く、離

島が有する農地面積自体は日本全体の中で大きな割合を占めるものではない。ただし、

新潟県・佐渡島のような農業が主産業となっている大きな離島については、耕作放棄地

の解消を図り農地の有効利用を図ることが特に課題となっている。 

耕作放棄地解消に向けた取組としては、例えば、愛知県・佐久島では耕作放棄地を利

用した宿泊滞在型の市民農園作り、長崎県・黒島では耕作放棄地を利用したオリーブ実

証農園を整備といったように、一部の離島においてはいくつか事例が見られるものの、

離島全体としては大幅な解消に至っていない現状である。 

今後、さらに増加すると予想される耕作放棄地の解消に向けて、地域が力を合わせて

発生防止に取り組むことが必要である。 
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（４）地域資源等の活用による産業振興等 

【計画策定当初の課題】 

離島及び周辺海域には、エネルギー資源や鉱物資源、海洋深層水、石材等の資源が豊

富に存在している。また、離島独自の自然環境等を活用した「癒しの空間」やアイラン

ドテラピー等の場としても重要であると認識されている。しかしながら、これら地域資

源等の有用性は認識されているものの、新たな産業として活用するまでに至っていない

ものが多い。 

このような地域資源等を有効に活用するためには、主産業である一次産業との連携、

複合産業化を積極的に推進することが有効である。 

 

【取組状況と現状の評価】 

１）地域資源“素材”の多様性 

離島においては、豊かな自然が維持されており、周辺の海域の資源、離島独自に育

まれた歴史や文化など、「地域資源」となる多様かつ貴重な“素材”が豊富に存在して

いる。 

離島地域の活性化のためには、こうした離島の優位性を「価値ある地域差」として

とらえ、再認識し、それを有効に活用していくことが重要である。また、これらの地域

資源は、あらゆる産業振興のシーズでもあり、さらに産業の連携を図ることにより、６

次産業化の実現、それによる雇用創出、地域経済の発展など、可能性が広がっていくも

のと考えられる。実際に、各離島においては、それぞれの特徴を持った地域資源が存在

し、各地方公共団体等においては、その有用性の認識が深まっており、昨今、活発に利

活用が進められている。 

以下、地域資源の主な分類として「自然」「歴史文化」「アート・映画」「農林水産物」

として分類分けした。地方公共団体等の取組のある離島のうち、その活動内容の傾向性

を見ると、「自然」を利用している島は１７％、「歴史文化」は１２％、「アート・映画」

は３％、「農林水産物」では６３％であり、「農林水産物」の利用が最も多かった。 

取組による成果については、様々であるが、今後とも、新たな地域資源の発掘に取

組んでいく必要があると考えられる。 

 

 

（地域資源の代表的な例） 

＜自然＞ 

○もともとの島の自然（地層や地質など）がジオパーク※１３に認定されることで、これらの

保全を進めるとともに、これらの資源を活かして、さらなる観光客誘致の取組を行ってい

る。（島根県・隠岐島）（熊本県・御所浦島） また、ジオパーク推進委員会を設置し、ジ

オパーク認定に向けて力を入れ始めた島もある。（東京都・大島） 

※１３：地球活動の遺産を主な見所とする自然の中の公園のことであり、ユネスコの支援により 2004 年に設立された世界ジオパークネットワークとして世界各

国で推進されている。 
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○海洋深層水の取水施設の整備におけるコスト面で有利となる海底地形の多い島では、海洋

深層水を活用したミネラルウォーターの開発や海洋深層水塩、関連商品の開発を行い、そ

の販売実績も着実に伸ばしている。（新潟県・佐渡島）（鹿児島県・下甑島） 

○豊かな自然が多く残され、島の中央部の屋久杉自生林など、島の面積の約２１％がユネス

コの世界自然遺産に登録されている屋久島では、貴重な自然を体験する「自然体験ツアー」

の案内役である「エコツアーガイド」の登録・育成を行い、観光客誘致に積極的に取組ん

でいる。（鹿児島県・屋久島） 

○海洋資源を活かし、平成２１年度からブルーツーリズム※１４のプログラムの中に、「クル

ージング体験」や「魚釣り体験」を取り入れるなど、周辺地域と連携した体験型観光によ

る振興の取組に着手しており、観光客増加を図っている。「クルージング体験」では、地

元養殖いけすの餌やり見学や日本最大級のオオスリバチサンゴのサンゴ礁の鑑賞などの

新たなプログラムも計画しており、今後も取組が期待される。（宮崎県・島野浦島） 

＜歴史文化＞ 

[文化等] 

○戦国時代に海賊から高島を守ったと伝えられている武将を祀った由来のある「宝当神社」

は、命名の良さから宝くじファンに人気が出て、来島者に一攫千金の夢を与えるというこ

とで観光の目玉となり、地元のおみやげ品開発もあいまって、年間１５万人もの観光客誘

致に成功した。（佐賀県・高島） 

○海上で行われる島の伝統文化「櫂伝馬競漕」は、集落ごとに１隻の櫂伝馬船を持ち、「ひ

がしの住吉祭」や「きのえ十七夜祭」などの島の代表的な祭り等でも行われ、観光の目玉

として観光客の誘致に一役かっている。（広島県・大崎上島） 

[歴史] 

○弥生時代の遺跡としては、国の特別指定を受けた「原の辻遺跡」をはじめ、古墳、神社等

の様々な歴史文化資産があり、平成２２年３月には「一支国博物館」がオープンし、わず

か数カ月で３万人を超える入場者数を達成しており、今後も観光客増加が期待されてい

る。（長崎県・壱岐島） 

○戦争映画人間魚雷「回天」のロケ地として有名となり、記念館等を活用、観光ボランティ

アガイドの発足等、観光客の受け入れ体制を強化している。（山口県・大津島） 

○種子島では鉄砲伝来の地として、観光ボランティアガイドサークルが定期的に鉄砲伝来の

ロマンをたどるコースなどを設定し研修会を行うなど、ボランティアの資質向上といった

人材育成の取組を強化している。（鹿児島県・種子島） 

○江戸時代に幕府の迫害を逃れてきた潜伏キリシタンが多く移りすんだ歴史を有する地域

であり、福江島の堂崎協会や中通島の青砂ヶ浦天主堂などが「長崎の教会群とキリスト教

関連遺産」として、世界遺産暫定リストに記載されるなど、今後の歴史・文化の継承と観

光客の増加が期待されている。（長崎県・五島列島） 

[外国] 

※１４：島や沿海部の漁村に滞在し、魅力的で充実したマリンライフの体験を通じて、心と体をリフレッシュさせる余暇活動の総称。 
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○１９９０年代頃から、「厳原港まつり対馬アリラン祭」「対馬ちんぐ音楽祭」「国境マラソ

ンＩｎ対馬」の３大祭を開催しており、日韓交流の拠点としての「対馬」を日本国内及び

韓国に発信し、交流人口の拡大を図っている。（長崎県・対馬島） 

＜アート・映画＞ 

[アート] 

○佐久島では、島に多く残る「三河湾の黒真珠」と呼ばれる古い民家の黒壁の連続性のある

家並景観と伝統・文化と現代アートを融合し、アーティストと島民のコラボレーションに

よる「三河・佐久島アートプラン２１」等を展開し、“祭りとアートに出会う島”をテー

マに様々なイベントを開催している。従来からの観光に加え、アートというこれまでとは

一線を画した文化的な島づくりを目指した努力が続けられ、平成２１年度の観光客数が１

万人（前年比２割増）近く増加している。（愛知県・佐久島） 

○犬島精錬所跡は平成１９年に「近代化産業遺産群」に認定され、平成２０年には財団法人

が犬島アートプロジェクト「精錬所」を開館し、アートによる島おこしを行うことで、地

元の雇用、アート活動による空き家利用等につなげるなど、平成２０年度の約１１，００

０人、平成２１年度の約１６，０００人という来館人数を生みだし、交流人口の増加に大

きく寄与している。（岡山県・犬島） 

○民間企業を中心として、島に移り住んだアート作家等が直島をはじめ周辺の島でアートの

島づくりの活動を行っており、平成２２年７月から１０月までは、国際的なアートの祭典

として「瀬戸内国際芸術祭 2010」を開催し、全国的な交流人口の拡大が期待されている。

（香川県・直島諸島及び岡山県・犬島等） 

○島の自然や階段の多い集落の地形を利用し、島を丸ごとステージにした、ヒルクライムな

どを行うイベント「アドベンチャーラン」や、平成２１・２２年度には、島外の芸術家等

が中心となり、島の自然とアートを組み合わせた沖の島アートプロジェクトを実施してお

り、交流人口増加が期待されている。（高知県・沖の島） 

[映画] 

○田代島ではかつて養蚕が行われていたため、カイコの天敵であるネズミを駆除する猫が島

民から大事にされてきた。そのことから、島には猫が多くおり、映画「にゃんこ THE MOVIE」

製作地としてマスコミに取り上げられ、「ネコの島」として注目を浴び、全国から多くの

猫ファンが訪れ、観光客数が前年度の倍に増加している。（宮城県・田代島） 

○映画「機関車先生」の撮影が行われ、そのロケ地ツアーを目玉に、全国からの観光客数の

増加につながっている。（香川県・粟島、志々島） 

＜農林水産物＞ 

[商標登録・ブランド化] 

○平成１８年に漁業協同組合が愛媛県の地域ブランドとして、生産量・方法を適切に管理す

ることで脂っぽさが少なく天然に近い味わいの魅力がある「戸島一番ブリ」を商標登録。

（愛媛県・戸島） 
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○農薬や化学肥料を５割以上減らした「朱鷺と暮らす郷（米）」（佐渡市認証米）を栽培、ブ

ランド化（商標権取得）の取組を行った。また、佐渡寒ブリも地域団体商標登録申請中で

あり、今後も販売数増加の取組を行っていく予定である。（新潟県・佐渡島） 

 

 

２）地域資源の“素材”を活用する手段又は方法 

地域資源の“素材”をより一層有効に活用していくためには、その活用する手段や方法

が重要となる。様々な活用事例がある中、島の活性化が成功している島においては、「島内

の人」による活動はもちろんのこと、「島外の人」が中心になって行われている活動や「島

外の人」の声を受け止め、協力しながら、取組につなげていく事例が見受けられる。 

島に昔から住んでいるがゆえに島内の人にとって見逃しがちな「島の地域資源」があり、

島外の人が島を見ることによって、新たな地域資源の再発掘や地域資源の活用のきっかけ

となる場合がある。 

 

（地域資源の活用方法の（島外からの目を取り入れた）代表的事例） 

○島の出身者と島内在住者対象にアンケート調査を実施し、島内外の人及び島出身者の懇談

会の場を設けることで、田代島の今後の取組課題をお互いに認識しながら進めていくことの

重要性を発見する取組を続けている。（宮城県・田代島） 

○猫をモチーフにしたマンガロッジやテントサイトを備え、キャンプや釣り、海水浴等のレ

ジャーが体験できる宿泊施設である「マンガアイランド」の管理や観光客の案内を、島外の

大学で離島振興や地域活性化を学び、島に定住した若者が行うなど、観光客誘致につながる

取組を行っている。（宮城県・田代島） 

○ＮＰＯ法人のメンバーである島の「おばちゃん」達が中心となり、都心の学生や外国人等

による「外からの視点」での島の地域資源の再発掘や産品開発、さらには、島内や都市部で

様々な情報発信ツールの提案やイベントを実施するなどし、精力的に島再生に取組んでい

る。（兵庫県・家島） 

○ＮＰＯ法人の職員である I ターン者が中心となり、古民家再生による民泊などの体験型観

光を手掛けており、豊かな島の自然や文化の魅力を「島での贅沢な時間」としてサービス提

供することで、多くの観光客誘致の取組を積極的に行っている。（長崎県・小値賀島） 

○島にⅠターンしたガラス工芸作家による芸術講座を月に４，５回開催し、昨年は島内外か

らのべ３００名が受講し、島の活性化に貢献している。（愛媛県・新居大島） 

○平成１５年に萩市がスキューバダイビング施設を整備したことをきっかけに、地元の漁業

協同組合等が出資する民間会社を設立。会社では、観光客に対し、各種体験プログラム（ス

キューバダイビング、シーカヤック体験）を実施し、見島観光の受入体制を充実するととも

に、ＰＲを行うことで、交流人口の増大に貢献している。（山口県・見島） 
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○伊島固有植物の「イシマササユリ」の自然保護活動を、１９８７年から本土の高校生が行

っており、地元住民らと本土の高校で培養した球根を植える活動や生育状況調査等に継続的

に取組、交流人口の拡大に取り組んでいる。（徳島県・伊島） 

 

 

３）地域資源を核とした産業連携・複合産業化 

近年、上記のような地域資源の“素材”を活用した様々な者の努力によって、島の産業

振興につなげようとする取組がすすめられてきている。例えば、農林水産業と観光、環境

やリサイクルと観光といったように、特に、産業の連携により、複合した新たな産業の創

出・形成が図られている事例が見られる。 

 

（産業連携・複合産業化の取組事例） 

＜農林水産と観光交流の体験メニュー＞ 

○御所浦島は、漁業を主産業としており、小さいことやすぐ出来ることから行動しようと集

まった民間団体が、御所浦に古くから伝わる伝統漁法「とんとこ漁」を取り入れた漁業体験

を体験メニューに取り入れ、観光交流人口の増加に取り組んでいる。（熊本県・御所浦島）

○荒波で海岸に打ち寄せられた雑海藻といわれる海藻を用いて「海藻クラフト」のお土産品

の販売や、「海藻クラフト作成体験」の旅行商品などの商品化をしており、体験者は平成２

０年度の１，２００人から平成２１年度の４，８００人と飛躍的に増加し、観光客誘致に大

きく貢献している。（北海道・利尻島） 

＜環境＞ 

○豊島では、１９７０年代に、産業廃棄物の大規模不法投棄・野焼きによる深刻な環境汚染

を引き起こし、産業廃棄物不法投棄問題の深刻な被害状況を社会に投げかけた。その後は、

県と住民との公害調停が成立し、直島において廃棄物処理が行われるなど、離島地域一体で

の豊島の環境回復へ向けての再生の取組としてエコツアー等が実施されている。（香川県・

豊島、直島） 

＜石炭産業と観光交流とリサイクル＞ 

○九州最後の炭鉱となった池島炭鉱（平成１３年閉山）を生かそうと炭鉱場で石炭産業の現

場体験学習を企画し、観光客誘致を行っている。また、経済産業省資源エネルギー庁の産炭

地域新産業創造等基金の助成を受け、自動車関連廃棄物のリサイクル施設の建設により、約

７０人の雇用を創出している（長崎県・池島） 

＜精錬所跡地と美術館＞ 

○瀬戸内海の島々に建設された銅の精錬所の一つである犬島精錬所の跡地を、直島のアート

プロジェクトで活躍したアーティストが訪れ、美術館としての再生をテーマにして、美術館

の建設など様々な活動を展開し、地元の雇用やアートによる空き家利用等にもつながる複合
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的な産業振興を展開している。（岡山県・犬島） 

＜特産品とオーナー制度と観光交流＞ 

○平成１７年度から相島の特産品である「すいか」を活かしたオーナー制度を設け、消費者

に相島でスイカの定植、収穫体験を実施するとともに、交流活動を行っており、平成２１年

度には参加者が約３００人にもなった。（山口県・相島） 

＜電動自転車レンタルと農林水産業と観光交流＞ 

○平成２２年から八丈島活性化協議会によって、風力発電所で発電した電気を利用する「自

然エネルギー１００％で充電する電動アシスト自転車のレンタサイクル事業」や「漁協、ダ

イバー等が連携し、自然エネルギーを使用してサンゴの養殖を行う取組」を立ち上げるなど、

エコツーリズムにつなげる事業の展開として、今後の取組が期待される。(東京都・八丈島）

＜農林水産業と石材加工技術、工場再生＞ 

○三宅島復興団体とＮＰＯ法人、地域の漁業者が連携し、元来、北木島で行われていた良質

の花崗岩等の採掘・製材技術を応用した「魚の灰干し」の商品化・販売に取り組んでおり、

さらに、工場跡地で新たな販売会社を設立した。（岡山県・北木島） 

 

 

４）その他の企業誘致等 

上記のような地域資源の活用の他、地理的条件不利性を有する離島において、まだその

数は少ないものの、新たな分野の企業進出も見られはじめている。 

離島においては、海による隔絶性による物流コストの増大等のため、基礎的環境条件に

おいてハンディキャップを背負っており、さらには、情報インフラの不足等により、企業

の競争力は相対的に低く、新たな企業進出はあまりみられなかった。しかし、近年のブロ

ードバンドをはじめとした情報インフラ整備が着実に進み、離島においてその利用が十分

可能となっており、加えて、都市部に比べて安価な土地や人件費等をメリットとして、例

えば、コールセンターや情報関連産業等の企業立地が行われ、離島産業の活性化につなが

っている例がみられる。 

これらの企業進出が進んでいる事例は、企業誘致の補助制度や税制特例制度をうまく活

用して、取組を行っており、離島出身の企業家とのつながりを契機に取組を進めているも

のが多いように見受けられる。 

このような情報関連分野等における企業立地は、今後の離島地域の新たな産業の創出と

して大いに期待されるものである 

 

（企業誘致及び企業立地の取組の事例） 

＜コールセンターの企業誘致＞ 

○投資助成金及び雇用助成金制度など各種優遇制度を活用し、コールセンター業務を展開し、
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平成２２年６月現在、３８人の雇用を創出。３年後までに累計６０人の雇用創出を計画して

いる。（島根県・島後） 

○平成１７年に情報通信関連企業の立地を促進するための支援制度を創設。同年度にコール

センターが設立され、３１名の雇用が生み出された。（長崎県・中通島） 

＜真珠養殖の企業立地＞ 

○県及び町の支援を受け平成１９年１月に真珠養殖の民間会社を島内に設立し、パート職員

を含め１４名の雇用増加につながった。（福岡県・相島） 

＜携帯電話の主要部品キーシート生産工場の企業立地＞ 

○平成１３年度に生活必需品となっている携帯電話の主要部品であるキーシートを生産する

民間会社が佐渡島出身の企業家の取組により立地した。平成１８年度には、税制特例制度を

活用し、８０人の雇用増加につながり、６０百万円の生産額が増加している。（新潟県・佐

渡島） 

＜ソフトウエア業の企業立地＞ 

○平成１９年に市の空き施設の貸与の支援を受けて、ソフトウェアを開発・設計する企業が

立地し、３名の島内雇用増加につながった。（長崎県・壱岐島） 

 

 

（５）自然エネルギー等の活用 

【計画策定当初の課題】 

離島は厳しい自然にさらされているものの、その地理的・自然的条件を逆に活用する観

点から風力・波力及び潮力等の自然エネルギーの活用※１５に関する取組が始められており、

それらを踏まえた産業振興等を通じ、地域の活性化への取組、循環型社会の形成に向け全

国のモデルとなるような取組が期待されている。 

しかしながら、自然エネルギー等を活用するための設備の導入には大きな費用がかかる

ため、発電施設等の立地場所や電力等の利用方法、採算性、環境への影響等について熟慮

が求められ、それらを国、地方公共団体等が有効に導入支援することが課題となっている。 

 

【取組状況と現状の評価】 

離島における自然エネルギーの活用は、本土との距離等の地理的・自然的条件によって、

それぞれの離島の置かれているエネルギー供給事情に大きな影響を受けている。代表的な

エネルギーである電気の供給手段をみてみると、日本全国の離島では瀬戸内海に位置する

離島や本土から近距離にある外海離島は本土からの送電がある。［離島地域で本土からの送

電がある島は２０４島（約７９％）である（平成２２年６月時点）］ 

一方、本土から遠い外海離島は、本土からの送電はなく、島内で消費電力を発電してい

る場合が多い。［離島地域で本土からの送電がない島は５４島（約２１％）である（平成２

２年６時月時点）］ この本土からの送電がない５４島のほとんどが外海にある離島である。

※１５：「自然エネルギー等の活用」における離島数は、平成２２年６月時点の２５８島を母数としている。 
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日本の離島の中で、自然エネルギーを活用している島は１９島（約７％）であり、そのう

ち、１３島（新潟県・佐渡島、島根県・島後等）は本土からの送電がなく、外海に位置し

ている島である。この１３島のうち自然エネルギーを島内の主要な電力源として活用して

いる島は、地熱発電を行っている東京都・八丈島及び水力発電を行っている鹿児島県・屋

久島の２島である。 

よって、本土から送電がある島よりも本土からの送電がない外海離島の方が、本土から

の長距離搬送によるエネルギー生産コストが高いこと、日照条件や風況が良いところが多

い等の地理的優位性があることにより自然エネルギー導入に対するポテンシャルが高いこ

と等から、自然エネルギーの活用に関するインセンティブがより高いと考えられる。 

 

 

 

 

（離島における自然エネルギーの活用事例） 

＜エネルギー供給＞ 

○好風況地域の特性を活かし、第３セクターが、離島としては最大級の風力発電１６機を建

設し、併せて、海底ケーブルを敷設し、平成１９年から２万世帯分の電力を本土に供給し

ている。（長崎県・平戸市・大島） 

＜産業振興＞ 

○地熱発電施設そばに建設されている施設「えこ・あぐりまーと」にて、地熱を利用した熱

帯果樹の展示温室の設置や観葉植物、球根の温室栽培、それらを原料とした農産物加工品

（ジャム、アイスクリーム、生ジュース等）を販売している。（東京都・八丈町・八丈島）

＜観光＞ 

○観光シーズンに利用される公共トイレの照明設備と地下水の汲み上げの動力源に太陽光

発電と小型風力発電を用いている。（北海道・羽幌町・天売島） 

○電気自動車のレンタカー１００台と高度道路交通システム（ＩＴＳ）を組み合わせた「未

来型ドライブ観光」の実証実験が平成２２年４月から実施された。島内の約１０カ所に急

速充電器を設置し、先進的な取組をもとに観光振興等の地域活性化に資するモデルを創出

することを目的としている。（長崎県・新上五島町・五島市・五島列島） 

＜新エネルギー導入に関する試み＞ 

○九州電力が経済産業省資源エネルギー庁の支援（離島マイクログリッド実証事業※１６）を

受け、平成２２年度４月から平成２５年３月までの３年間、太陽光発電の出力制御等の実

証試験を実施している。目的は再生可能エネルギーを利用したマイクログリッドシステム

を構築し、電力系統の運用、制御面での課題や経済性の検証を行うこととなっている。（鹿

児島県・三島村・黒島） 

※１６：離島マイクログリッド実証事業：地球環境問題への対応、離島の電源コスト低減等のため、太陽光発電、風力発電等の再生可能エネルギーと蓄電池、バ

ックアップ用としての火力発電からなるマイクログリッドシステムを設置し、再生可能エネルギーの導入拡大に向けた系統安定化技術や制御方法、経済性

等について指標を得ることを目的とした事業 
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この分野における政府の対応の一つとして、平成２１年８月、資源エネルギー庁が中心

となって「離島における新エネルギー導入グランドデザイン」を策定した。温暖化対策及

び新産業育成政策等を契機に平成２０年度になってから離島における新エネルギー導入の

機運が高まってきている。 

しかしながら、多くの島では本土からの送電に頼っており、自然エネルギーを活用した

発電施設は少ないという現状である。このような中、上述のように政府、地方公共団体、

民間企業等の取組により、自然エネルギー分野における様々な試みが技術進歩等の影響を

受け、計画策定当初より積極的に展開されており、今後の離島での導入が期待される。 

 

                     

 

 

 

（６）生活環境の整備 

１）地域の防災・危機管理 

【計画策定当初の課題】 

離島の集落は家屋が密集しており、道路も狭い路地が網の目のように入り組んでいる

場合が多い。このため、火災が発生した際の消火活動は、消防車が入れず人力に頼らざ

るを得ない状況であり、消防団等が主体となって防災訓練の取組が行われているが、高

齢化、若年層の流出により団員の確保が困難となっている。 

 

 【取組状況と現状の評価】 

離島の急激な人口減少及び高齢化の進展により、消防団員数は平成１４年度１９，２

５９人※１７に対し、平成２０年度１７，８４１人と７．４％の減少となっており、消防

団員の確保がより厳しい状況になっている。 

 

太陽光 

内燃力 

風力 

蓄電池 蓄電池 

蓄電池 

太陽光 

※１７：消防団員数の有効回答数は（２５１島／２６１島） 

 

 

■図３ マイクログリッドのイメージ図 

資源エネルギー庁「離島における新エネルギー導入グランドデザイン」より抜粋 
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このような状況の中でも、各離島においては消防団員を確保するために以下のような取

組を行っているところである。 

 

 

（消防団員確保の取組例） 

＜移住者への呼びかけ＞ 

○人口の自然減、島民の高齢化により、消防団員数も減少傾向にある中、消防団員確保

のため、島へ移住してきた方への消防団加入の呼びかけをしている。（山形県・飛島）

＜女性団員の募集＞ 

○阿多田島の消防団員は漁業関係者が大半で、特に日中は島内に男性団員が不在であ

り、消防防災体制の充実を図るため、阿多田島主催の会合等で女性団員の入団につい

て、積極的に呼びかけを行っている。（広島県・阿多田島） 

＜児童への意識啓発並びに広報＞ 

○消防団員確保事業の一環として、小中学生に団員募集の絵画、標語を募集、優秀作品

はポスターにし、広報に使用した。（長崎県・対馬島） 

 

今後も消防団の組織を維持するために、更なる消防団員確保の取組が重要であるととも

に、消防団等が主体となって防災訓練の取組を行い、地域全体で防災意識を高めていく

必要がある。 

 

 

２）安定的な水の供給及び処理 

【計画策定当初の課題】 

自然的・地形的条件の制約によって水資源に恵まれない離島が多いため、安定的な水

の供給が困難なところが多い。 

このため、水道未普及地域の解消のため、水道施設の整備を進めてきたところである。 

一方で、離島における汚水処理等の環境整備については、全国と比較するとかなり整

備が遅れている状況であり、汚水処理の施設整備を進めていく必要がある。 

 

 

 平成１４年度(A) 平成２０年度(B) (B)-(A) (B)/(A)（％）

消防団員数 １９，２５９ １７，８４１ △１，４１８ ９２．６

■表４ 消防団員数の変化 
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【取組状況と現状の評価】 

離島における安定的な水の確保は、生活の質の向上や経済活動の上から必要不可欠で

あり、地方公共団体によって水道施設の整備が進められてきた。 

離島地域の水道普及率は平成１４年度９７．２％に対し、平成１９年度９８．５％と

１．３％の増加となっており、平成１９年度の全国の水道普及率９７．４％よりも高く、

水道施設整備は着実に進んでいるところである。今後も水道未普及地域の解消や既設管

の老朽化による漏水防止を図るために水道施設の更新等を進めていく必要がある。 

また、水洗化による生活様式の変化や他の地域から訪れる観光客等が安心して心地よ

く滞在できる等、様々な人々のニーズに配慮して汚水処理施設の整備を進めてきたとこ

ろである。 

汚水処理人口普及率については、平成１４年度２０．０％に対し、平成１９年度３９．

５％と１９．５％の増加となっているが、平成１９年度の全国の汚水処理人口普及率８

３．７％よりも低い状況となっており、今後は、生活環境の改善、周辺海域の水質保全

及び観光客誘致といった観点から、その地域の実情にあった下水道、農業集落排水、浄

化槽等の汚水処理施設の整備を進めていくことが重要である。 

 

 

 平成１４年度 平成１９年度 

離島水道普及率 ９７．２％ ９８．５％ 

全国水道普及率 ９６．８％ ９７．４％ 

 

 

 平成１４年度 平成１９年度 

離島汚水処理人口普及率 ２０．０％ ３９．５％ 

全国汚水処理人口普及率 ７５．８％ ８３．７％ 

（参考）全国の漁村の 

汚水処理人口普及率※１８ 

３４．８％ 

 

４９．４％ 

 

 

３）廃棄物・リサイクル（循環型社会の形成） 

【計画策定当初の課題】 

循環型社会の形成に向けて、廃棄物処理施設の整備を進めるとともに、離島住民に対

してゴミの分別やリサイクル意識の高揚等が図られてきたところである。 

廃棄物処理やリサイクル対策等については、処理の的確性や環境保全の必要性などの

観点から循環型社会の形成に向けた取組が望まれる。 

■表５ 水道普及率の状況 

■表６ 汚水処理人口普及率の状況 

※１８：「全国の漁村」とは、人口５，０００人以下の４，６７５集落（平成１９年現在）の漁村。（水産庁調べ） 
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【取組状況と現状の評価】 

循環型社会の形成に向けて、離島においては、広報等によるゴミの分別の呼びかけ、

環境負荷の軽減のためのリサイクルやゴミ減量化等の取組が半数近い離島において実施

されているところであり、行政のみならず、小売店の協力や島民の意識の高揚によりゴ

ミ減量化の推進が図られており、離島における循環型社会の形成に向けた取組を推進し

ているところである。 

例えば、鹿児島県・屋久島では、屋久島クリーンサポートセンターにおいて、可燃ゴ

ミ（紙、木材、プラスチック類等）を炭化炉で炭化処理することにより、「ごみ」から熱

源等に利用できる「炭」をつくり、資源循環を図っているところであり、離島という閉

鎖地域において脱焼却という新しい処理方式の一つの方向性を示しているところである。 

しかしながら、炭化物を島外へ売り出す場合、輸送コストが高く折り合いがつかない等

の問題もある。 

また、離島においては、本土と比較して、廃車するために要する経費として、海上運

送費も負担しなくてはならず、そのため不法投棄や不適正保管が発生する恐れがあるこ

となどから、「使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）」により、

離島の車を廃車するために要する運送費の負担の軽減を行う措置が講じられている。さ

らに家電をリサイクルする際においても、海上輸送費の負担の軽減を行う支援措置が講

じられている。 

その他の廃棄物処理については、廃棄物処理施設の整備が進められてきたところであ

るが、島内に廃棄物処理施設が整備されていない場合やリサイクル処理後の資源の販売

については、本土への搬送費が課題となっている。 

 

 

４）海岸漂着物対策 

【計画策定後の新たな課題】 

海岸漂着物対策については、国、地方公共団体、地域住民、ＮＰＯ団体及びその他の民

間団体等、多様な主体によって様々な取組がなされてきたにもかかわらず、なお処理し

きれない量の海岸漂着物が各地の海岸に流れ着いていること、他の都道府県や海外に由

来するものも多く、海岸を有する地域において深刻な問題となっている。 

 

【取組状況と現状の評価】 

我が国に漂着する海岸漂着物は、地域によっては海外から我が国の海岸に漂着するも

のが多くみられるとともに、国内に由来するものが多いと言われている。 

国内に由来して発生する海岸漂着物は、山、川、海へとつながる水の流れを通じて海

岸に漂着したものであって、海岸を有する地域の取組にとどまらず広範な国民による取

組が必要となっている。 
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海岸における良好な景観及び環境を保全するため、海岸漂着物等の円滑な処理及び発

生の抑制を図ることを目的として、「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良

好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律（海岸漂着物

処理推進法）」（平成２１年法律第８２号）が成立し、公布されたところである。 

離島における海岸漂着物対策の取組は、約６７．７％※１９の離島において海岸清掃活

動や漂流・漂着ごみ問題の普及啓発等が実施されているところであり、漂流・漂着ごみ

に対する問題意識が見られる。例えば、新潟県・粟島では、粟島クリーンアップ作戦実

行委員会（粟島浦村）が主催となり、海岸環境の美化と漂流・漂着ごみの問題を考えて

もらうことを目的に島内ボランティア１００名、島外ボランティア３００名が参加する

イベントを企画・実施し、粟島浦村の取組をＰＲしており、毎年実施することで島外ボ

ランティアとの交流も継続的に図っている。 

海岸漂着物の清掃活動に関しては、地方公共団体、ＮＰＯ団体、その他民間団体等に

よって活動が行われており、今後も環境保全のための清掃活動に取り組んで行くことが

重要である。また、ＮＰＯ団体及びその他民間の団体等は地域に根付いて海岸の清掃活

動を展開しており、海岸漂着物対策の推進を図る上で重要な役割を果たしている。引き

続き、地方公共団体は、ＮＰＯ団体、その他民間団体等との緊密な連携の確保に努める

ことも必要である。 

なお、当該法律においては、離島等の特殊性を鑑み、財政上の措置として、「政府は、

国外又は他の地方公共団体から大量に海岸漂着物が漂着する離島その他の地域において

地方公共団体が行う海岸漂着物の処理に要する経費について特別の配慮をする。」旨が示

されている。海岸漂着物対策については、離島を含め、海岸漂着物の回収・処理や発生

源対策等に係る事業に対して補助を行っているところである。離島では海岸漂着物を処

分できる施設がないため、清掃活動を実施している離島のうち約７３．３％※２０が島外へ

搬出し処理を行っているところであり、搬送経費も課題となっている。 

海岸漂着物には、生活系ごみを始め身近なごみ等に起因するものが多く含まれており、

海岸漂着物の発生抑制を図るためには、我々の日常生活に伴って身近に発生するごみ等

の散乱を防止することが重要である。身近なごみ等の散乱の防止を図るためには、海岸

を有する地域だけではなく広く国民が海岸漂着物の問題への認識を深め、一人ひとりが

当事者意識をもってごみの投棄を行わないことが必要である。このため、国や地方公共

団体は環境教育の推進やインターネットやパンフレット等の広報手段の活用を通じて、

海岸漂着物等の実態を国民に周知する等発生抑制の呼びかけを効果的に進め、広く漂

流・漂着ごみに関心を持ってもらうための普及啓発が必要である。 

 

 

 

 

※１９：海岸漂着物対策の取組の有効回答数は（１７２島/２６１島） 

※２０：島外へ海岸漂着物を搬出し処理を行っている離島の有効回答数は（※１７のうち、１２６島/１７２島） 
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（７）医療の確保 

１）通常医療の状況 

【計画策定当初の課題】 

離島における医師確保については、自治医科大学卒業医師の活用、ドクターバンク事

業や診療所に対する補助により進めてきているが、依然として本土に比べ医療水準の格

差が問題となっている。医師が常駐しない離島については、離島住民や離島を訪れる観

光客等がその滞在期間中に安心して生活できるよう、健康の保持増進、疾病の予防、早

期発見及び治療並びに看護等の保健医療の充実及び強化を図ることが必要である。 

 

【取組状況と現状の評価】 

通常医療については、県、近隣大学病院等との連携による医師確保を行っているとこ

ろである。 

医療施設数については、平成１４年度５８８施設に対し、平成１９年度では５７４施

設まで減少している。離島数で見た場合では、平成１４年度１６３島に対し、平成１９

年度では１６２島であり、あまり島数においては変化はみられない。 

医師数については、平成１４年度６９５人に対し、平成１９年度では７５４人まで増

加しているところであるが、内訳を見ると常勤医師数が減少しており、非常勤医師が大

幅に増加したものである。非常勤医師が増加した理由としては、例えば、鹿児島県・種

子島や屋久島の病院において診療科目の多様化に対応するために非常勤医師を増加した

り、種子島では、常勤医師が減少となったことにより、それを補うために非常勤医師で

対応している状況である。歯科医師数については、平成１４年度２１７人に対し、平成

１９年度では２０３人まで減少しており、常勤歯科医師、非常勤歯科医師ともに減少し

ている状況である。 

 

 

 

 平成１４年度(A) 平成１９年度(B) (B)-(A) 

医療施設 ５８８ ５７４ △１４

医師数 ６９５ ７５４ ５９

 うち常勤医師数 ５２９ ５２５ △４

 うち非常勤医師数 １６６ ２２９ ６３

歯科医師数 ２１７ ２０３ △１４

 うち常勤医師数 １９３ １８７ △６

 うち非常勤医師数 ２４ １６ △８

 

■表７ 医療施設等の状況 
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離島における医師確保については、様々な取組を実施しているところであるが、常勤

医師は平成１４年度と比較すると減少しており、個々の島で見るといまだに医師不在の

島が多く見受けられ、医師確保は引き続き重要な問題となっている。 

 

 

 

 

 

平成１９年度の医師不在の離島は１０９島あり全体の４１．８％（人口比２．５％）※

２１存在しており、定期的な巡回医療の施設や遠隔医療システムの導入を行っているとこ

ろもある。そのような中、本土や他の島で診察を受けざるを得ない島民もいる。 

また、疾病の予防、早期発見のために様々な取組が行われている地域も見受けられる。

例えば、岡山県、広島県、香川県、愛媛県の離島を対象に内地の総合病院が巡回診療船

「済生丸」による健康診断や、鹿児島県・十島村では、胸部レントゲン車などを載せた

村営船「フェリーとしま」が特別ダイヤで、肺がん、胃がん、子宮がん、骨粗しょう症

の村民健康診断を実施しているところである。 

また、医師確保対策を行うとともに、本土へ通院する場合の航路補助を実施している

離島もある。 

（医師確保の取組） 

＜ドクターバンク制度による人材確保＞ 

○医師確保のため、平成１４年度から「赤ひげバンク制度」（島根県の地域医療に興

味がある医師等を登録し、情報交換などを通じて、県内に着任する）を創設してい

る。（隠岐ではＨ１８～Ｈ２０の間に３人が着任）（島根県・隠岐島地域） 

＜医学奨学金貸与制度による人材確保＞ 

○対馬市では、平成１６年度から医療への従事を志望する者への「医学奨学資金貸与

制度」により、帰島を促している。（長崎県・対馬島） 

＜地域医療の情報発信による人材確保＞ 

○施設見学の実施と甑島医療の魅力の情報発信（鹿児島県・甑島地域） 

＜ブログによる看護士等の人材確保＞ 

○町立病院の看護師が「看護師ブログ」を開設し、看護師の人材確保に貢献している。

看護師がへき地医療や島暮らしの魅力を率直につづり、ブログで関心をもった看護

師を採用（島根県・隠岐島地域） 

＜医療体験による人材確保＞ 

○高校生対象の医療体験フォーラムを市の病院で実施している。島の高校生が現場で

看護師等の体験をしてもらい人材確保を実施している。（鹿児島県・種子島） 

※２１：医師不在の離島（人口）については２６１島（４３４，３２５人）のうち１０９島（１１，０６１人） 
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離島については、特定診療科目の専門医がほとんどおらず、その確保が困難な状況であ

る。例えば、産婦人科については、平成１４年度は１１施設しか整備されておらず、産

婦人科が整備されていない離島では、その対応として、島外の産婦人科への妊婦健診や

出産に係る通院支援制度を実施しているところもある。 

地域住民が安心して医療を受けられるようにするためには、医師確保等が喫緊の課題で

あり、医師が常駐しない離島での定期的な巡回診療、遠隔医療、通院支援制度等と併せ

て、引き続き、離島の医療の充実に努める必要がある。 

 

 

２）救急医療の状況 

【計画策定当初の課題】 

島外での治療が必要な救急患者が発生した場合は、患者搬送艇、消防ヘリ、ドクター

ヘリ等を利用して本土まで搬送しているが、ドクターヘリ等を活用するための環境整備

を進めることが必要である。 

   

【取組状況と現状の評価】 

離島における島外での対応が必要な救急患者の搬送については、地域の実情等に応じて、

患者搬送艇、漁船や海上タクシー等の借り上げ、消防ヘリ、ドクターヘリ等、様々な搬

送手段が確保されている。 

 

（救急患者搬送の例） 

＜漁船等による救急搬送＞ 

○救急患者が発生した場合については、漁船等を借り上げ救急搬送を実施してい

るところであり、搬送費用に対する補助を実施している。（三重県・鳥羽市） 

＜消防救急艇による搬送＞ 

○松山市において、消火・救助活動を行う救急自動車が搭載できるフェリータイ

プの消防救急艇「はやぶさ」を整備している。（愛媛県・忽那諸島） 

＜ドクターヘリによる搬送＞ 

○長崎県が実施主体となり、国立長崎医療センター（大村市）を基地病院として

ドクターヘリの運航。（長崎県） 

 

患者搬送艇の整備状況は、瀬戸内海に位置する離島や本土から近距離にある外海離島を

中心に平成２０年度では６５箇所の離島で整備されている状況である。 

また、消防ヘリやドクターヘリで搬送するためのヘリポート整備の状況※２２については、

平成１４年度１１４施設に対し、平成２０年度１６３施設と約４３．０％の増加となっ

ており、離島数で見た場合でも平成１４年度８８島に対し、平成２０年度１００島と約

※２２：ヘリポートの整備状況の有効回答数は（２５０島／２６１島）  
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１３．６％の整備が進められている。 

 

 

 平成１４年度(A) 平成２０年度(B) (B)-(A) (B)/(A) 

ヘリポート数 １１４ １６３ ４９ １４３．０

ヘリポート設置離島数 ８８ １００ １２ １１３．６

離島へ出動できるドクターヘリについても６県の地方公共団体で整備されているとこ

ろであり、今後も各地で整備が進んでいく予定である。 

また、救急患者搬送の円滑化を図るため、診療所と本土の医療機関等との緊密な連携

体制を充実・強化するとともに、緊急時に対応しなければならないヘリポートの整備に

ついては、未だに未整備地区があるため引き続き整備に取り組んでいくことが重要であ

る。 

 

 

（８）高齢者の福祉その他の福祉の増進 

１）高齢者の福祉の状況 

【計画策定当初の課題】 

離島地域は、他の地域に比べて総じて高齢化が顕著であり、介護需要が高まってきて

いるため、高齢者の多様なニーズに配慮しつつ、高齢者が安心して自立した生活を送る

ことができるように支援することが必要である。 

また、高齢者は各種の社会的な活動に積極的に参加できるための条件整備として、例

えば公共施設のバリアフリー化等の取組を行っているところである。 

今後、高齢者が増加する中、要介護者に対して介護福祉士等の数が相対的に不足して

くることが懸念されるため、人材確保に向けた取組も必要である。 

   

【取組状況と現状の評価】 

高齢者等ができる限り住み慣れた家庭や地域の中で、地域の連帯意識に支えられなが

ら充実した生涯を送るとともに自己能力を生かして社会参加し、元気に活躍できる環境

整備の取組を実施しているところである。 

介護保険施設の整備状況は、平成２０年度で３３５施設（２９．１％の離島）が整備さ

れているが、整備されていない離島は１８５島で全体の７０．９％（人口比１０．４％）

である。これらの介護保険施設の不足等により島民が利用できない場合は島外の施設で

サービスを受けている場合がある。 

このため、離島に住んでいる高齢者の介護保険サービスの充実を図るために、要介護者

が島外での介護保険サービスを受ける場合の航路補助や島外の介護保険サービス事業者

が島内で訪問介護等を行う場合に必要な航路補助等、以下のような様々な取組を行って

■表８ ヘリポートの整備状況 
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いる。 

 

（介護保険サービスの例） 

＜福祉サービス船による介護サービス＞ 

○福祉サービス船「夢ウエル丸」による介護サービスを展開（岡山県・笠岡諸島）

＜介護サービス提供事業者への助成＞ 

○本土在住の介護サービス提供事業所からホームヘルパー等を派遣した場合、渡

航費用相当額を事業所に補助（広島県・小佐木島） 

＜廃校を活用したデイ・サービス＞ 

○平成８年に廃校となった広島西小学校跡を活用して、地元自治会が中心となっ

たＮＰＯ法人「石の里広島」が生きがいデイ・サービスを実施している。（香

川県・広島） 

＜ＮＰＯ法人による事業の展開＞ 

○ＮＰＯ法人等によるデイ・サービスなど社会福祉関連事業の展開（愛媛県・魚

島群島、上島諸島） 

＜移住者による介護サービス＞ 

○本土から移住したＩターン者による介護保険事業所が開設され、新たに訪問介

護サービスの開始（山形県・飛島） 

 

 

また、介護保険サービスの充実を図るために、介護福祉士等の人材確保に取り組んでい

る離島は８４島あり、例えば、介護福祉士及びホームヘルパーの資格取得に必要な受験

料、受講料及び旅費等の経費の一部を助成する等の取組を実施している。 

島内の高齢者に対して認知症予防介護教室や運動機能向上教室等、以下のような地域活

動に取り組んでいる離島は１９４島あり、高齢者の健康増進に寄与している。 

 

（高齢者に対する地域活動の取組事例） 

＜介護予防教室の実施＞ 

○各地区の集会場等を拠点に、介護予防教室（運動器の機能向上・閉じこ

もり予防・認知症予防等のメニュー）を通年で実施（新潟県・佐渡島） 

＜高齢者の移動への支援＞ 

○交通手段のない７５歳以上の会員登録をした高齢者を対象に地域住民、

団体と協働して移動支援を実施している。（広島県・走島） 

＜高齢者への生活支援＞ 

○上島町では、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して生活できるように、
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「上島町地域見守りネットワーク事業」、「独居高齢者見守り事業」を実

施（愛媛県・魚島群島、上島諸島） 

＜多機能を併せた施設＞ 

○高齢者の介護予防及び日中における居場所づくり、社会参加の場として、

託児所と宅老所の機能を併せ持った「あったかふれあいセンター」の開

設（高知県・沖の島） 

 

多くの高齢者が社会的な活動に積極的に参加できるよう公共施設のバリアフリー化※２

３の取組を行っており、平成１４年度バリアフリー化率※２４２８．７％に対し、平成２０

年度バリアフリー化率は３８．２％まで整備されてきているところであり、引き続きバ

リアフリー化の整備を推進していくことが重要である。 

 

 

 公共施設数(A) バリアフリー 

化施設数(B) 

(B)/(A) 

平成１４年度 ５７５ １６２ ２８．２ 

平成２０年度 ５０５ １９３ ３８．２ 

 

 

離島における高齢化率は、全国平均の高齢化率よりも早く進行している状況であり、今

後は、本土と離島との介護保険サービスを受ける機会を公平にするためにも行政と本土

の介護保険サービス事業者との情報交換や連携を密にし、離島の地理的条件、高齢者の

多様なニーズにあわせてサービスの充実に努めるとともに、訪問介護員の確保や資質向

上に努め、円滑な介護保険サービスの提供体制の充実を図る必要がある。 

また、高齢者が地域社会の中で、豊富な社会経験を生かし、社会参加や世代間交流を積

極的に促進することが望ましい。 

 

 

２）子育て支援の状況 

【計画策定当初の課題】 

子育て支援については、将来の島を担うべき子供が心身ともに健やかに育つことがで

きるような環境整備を推進していく必要がある。 

 

【取組状況と現状の評価】 

離島において安心して子育てができるように、保育所施設の整備や児童に対する地域活

■表９ 公共施設のバリアフリー化の状況 

※２３： 「公共施設」とは、「役所（支所・出張所）、図書館及び公民館と定義した。また、バリアフリー化率は、以下の方法により計算。[階段のスロープ化、

手すり付きの通路・トイレを設置している役所（支所、出張所）、図書館、公民館の施設数] ÷ [役所（支所、出張所）、図書館、公民館の施設数]

※２４：バリアフリー化率の有効回答数は（２５２島／２６１島） 
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動の取組を実施しているところである。 

また、保育所が整備されていない離島においては、島外の保育所へ預ける場合の航路

補助を制度化している離島も見受けられる。例えば、宮城県・網地島では、児童の健全

な育成及び保護者の経済的な負担軽減と併せて児童福祉施策の充実を図るため、離島航

路を利用し保育所へ通所する児童の保護者に対し交通費の一部を補助している。 

子育ての充実を図るために児童に対する地域活動に取り組んでいる離島は８８島あり、

地域ぐるみで以下のような様々な取組を実施している。 

 

（児童に対する地域活動の取組事例） 

＜子育て教室の実施＞ 

○子育て教室を開催（北海道・奥尻島） 

＜相談窓口等の開設＞ 

○相談窓口として家庭支援センターを開設し、老人クラブと交流を実施（東京都・大島）

＜経済的支援＞ 

○企業や商店等の協賛を得て「子育てエンジョイカード」を発行し、経済的負担の軽減

を図っている。（新潟県・佐渡島） 

＜多機能を併せた施設＞ 

○託児所と宅老所の機能を併せ持った「あったかふれあいセンター」を開設しており高

齢者と乳幼児のふれあいの場として活用されている（高知県・沖の島） 

＜ＮＰＯ法人による保育＞ 

○ＮＰＯ法人保戸島地区幼児教育育成会が３，４，５歳児の保育を行っている。（大分県・

保戸島） 

 

担い手の不足が懸念される離島地域においては、安心して子どもを生み育てることの

できる環境づくりを進めていく必要がある。このため、地域ぐるみで保育や子育ての支

援体制の整備を図ることが重要である。 

 

 

（９）教育及び文化の振興 

１）小・中学校の教育環境 

離島の自立的発展を促進するためには、等しく就学できる環境整備の推進、学校教育

や社会教育の充実による教育環境の向上を図ることが重要である。 

しかしながら、著しい人口減少と高齢化が進む中、多くの離島においては、児童の数

も年々減少している。そのため、生徒の確保が困難になる等の理由から、小・中学校の

統廃合も進んでいる状況であり、児童の教育環境の悪化、地域コミュニティの機能の低

下が懸念されている。また、離島の地理的条件等から、そもそも、小・中学校が設置さ
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れていない離島もあり、児童は、島外への通学を余儀なくされていることから、保護者

にとって、交通費等の経済的負担が重くのしかかっていることも課題の一つとなってい

る。その他にも、小・中学校の校舎の老朽化が進んでいる地域も多くあり、児童が安全

に授業を受けられるよう、こうした校舎への耐震改修等も必要となっていることに加え、

休・廃校による校舎施設を地域の資産として有効活用していくことも地域全体の課題と

なっている。 

 

【取組状況と現状の評価】 

①小・中学校の教育体制の状況 

離島の小・中学校の教育体制の状況について、平成２０年度における小学校がない離

島は９０島で全体の約３５％（人口比１．８％）であり、中学校のない離島は１３３島

で全体の約５１％（人口比５．１％）もある。 

 

 

 

 平成１４年度（Ａ） 平成２０年度（Ｂ） （Ｂ）―（Ａ） 

小学校がない離島 ７９島 ９０島 １１島

中学校がない離島 １２０島 １３３島 １３島

 

また、生徒数の少ない学校では、学級編成が難しいという問題や、適正な規模での学

校運営の実施が困難という観点から、小・中学校の統廃合が行われ、休校や廃校となっ

た学校も多くある。廃校数の推移を見ると、平成１４年度から平成２０年度までの廃校

数及びその率は小学校（４３校・全体の約１１％）、中学校（２２校・約９％）となっ

ていることからも、今後も、離島における学校の維持を含めた教育体制をいかにして確

保していくかが喫緊の課題となっている。なお、児童数の減少が続く今の状況の中では、

統廃合は一つの選択肢ではあるものの、地域の状況を踏まえ島民と十分な話し合いを行

い、また、小・中学校の適正規模・適正配置を検討しながら、児童にとって適切な教育

環境の向上につながる方向で進めなければならない。 

一方、通学支援という課題を見ると、従来から、多くの地方公共団体では、航路運賃

助成等の金銭面での支援やスクールバス・スクールボート等の交通手段の提供という支

援を実施し、児童生徒や保護者の経済的負担の軽減を図ってきた。しかしながら、先に

述べた統廃合により、地域の小・中学校がなくなれば、島外の学校に通わざるを得なく

なり、ますます保護者の経済的負担につながることも懸念される。 

 

■表１０ 小・中学校がない離島の状況 
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（通学支援の取組） 

＜航路運賃等の補助＞ 

○遠距離児童・生徒通学費補助として本土に通う生徒に補助金を助成（三重県・志摩諸

島）、通学フェリー代の全額補助（広島県・佐木島）（山口県・大津島） 

＜交通手段の支援＞ 

○児童生徒に通学の負担がかからないようスクールバスを運航（新潟県・粟島）（島根

県・中ノ島）（山口県・浮島） 

○児童生徒の通学手段としてスクールボートを運航（宮城県・網地島）（兵庫県・男鹿

島）（香川県・屏風島） 

 

以上のように、離島における、小・中学校の教育環境の状況は厳しくなっているもの

の、急速に進む少子化への一つの対応として、児童確保に向けた様々な取組が実施され

ている。例えば、宮城県・野々島では、地域外から児童生徒を受け入れる小規模特認校

制度を実施し、離島ならではの海を生かした体験学習や意欲的な演劇教育が高い評価を

受け、島内外からの受け入れ児童が増えている。さらに、鹿児島県・上甑島等では、教

育特区制度を活用した小・中一貫教育を取り入れることにより、少人数のきめ細やかな

学習指導を行い、学力向上を図っている。これらの地域では、自由な教育を独自に実施・

推進出来る教育特区制度や、９年間という系統的・継続的な一貫した教育の実施など、

様々な取組を行うことで、教育体制の維持に努めている。 

 

②学校施設の状況 

学校施設は、児童生徒が安心して勉強できる環境づくりが必要であり、災害発生時

には、地域住民の緊急的な避難所としての役割を担っている。 

離島における耐震改修について見ると、地方公共団体等の財政難等の理由により耐

震改修等が進んでいない状況であり、離島全体の小・中学校数５６３校（平成２０年度）

のうち、耐震改修等が実施されている小・中学校数は１００校となっている。今後も児

童生徒が安心して勉強できる環境づくりのためにも校舎の耐震改修を進めていく必要

がある。 

また、離島地域の活性化のためには、児童の教育環境の整備に加え、島民のより豊

かな生活の質の向上に寄与する様々な生涯学習・社会教育の場を創る取組も重要となっ

ている。さらに、離島を個性ある学習の場として捉え、他の離島や都心住民との交流に

より、地域の振興を図っていくという観点から、廃校・休校施設を活用し、離島住民の

文化・スポーツ活動等の体験学習活動や、コミュニティ施設、デイサービス、診療所及

び保育所等の地域の福祉の拠点として整備している離島も数多くある。例えば、愛媛

県・八幡浜市・大島では、学校の廃校に伴い島内の教員住宅の一部を、島外からの交流
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の場や福利厚生施設として利用している。その他にも、山口県・萩市では、小・中学校

の空き教室を利用して、季節保育所を開設し保育環境の整備を行っている。 

以上のように、休校・廃校となった学校施設の利活用や休日開放等を積極的に進め

ることにより、地域が集う新たな拠点として、学校施設が高齢化を踏まえた生涯学習・

社会教育の場として寄与している。 

 

 

２）高等学校の教育環境 

【計画策定当初の課題】 

島内に高校のある離島は２７島（全体の１０．３％）であり、離島の高校生の大半が

本土や高校のある別の島への通学を余儀なくされている。そのため、生徒や保護者の経

済的負担が特に大きな課題となっている。 

また、急激な少子化に伴い、小・中学校同様に存続の危機にさらされている高等学校

もあるなど、いかにして、高等学校における教育環境を担保していくかも地域全体の課

題となっている。 

 

【取組状況と現状の評価】 

通学支援という課題について見ると、離島では他の離島及び本土の高校に通学してい

る生徒が非常に多い。このため、地方公共団体により、保護者の負担軽減のために通学

費補助や下宿費の補助が約６割の離島で行われているものの、家計に対する負担は依然

大きいのが現状である。 

    以上のように、離島における高校の教育環境は厳しさを増すものの、多くの離島で様々

な取組が実施されている。例えば、愛媛県・中島では、他の離島や本土から島内の高校

に通学する生徒への補助制度を設立したことで、地域の高校の生徒数の減少傾向に歯止

めがかかった。また、島根県・中ノ島の島前高校では、多様化していく生徒の進路希望

に対応し、魅力ある高校づくりをテーマとして、進学コース等新たなコース制を創設し

生徒を募集することで、島外からの生徒の確保にも努める等、学校維持のため、様々な

工夫に取り組んでいる。長崎県小値賀島では、１２年間を見通した連続性・継続性のあ

る教育活動の中で、確かな学力を身につけるとともに、一人ひとりの個性や能力を伸ば

していく小・中・高一貫教育を取り入れている。 

その他にも教育特区を生かした様々な取組が実施されており、例えば、通信制高校で

ある熊本県・牧島の勇志国際高校では、インターネットを活用した生徒の希望に沿った

学習の提供に加え、島へのスクーリング※２５を実施している。 

 

 

 

※２５：通信制の学校などに於いて、通学して授業を受ける事。 
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３）学習の場の提供 

【計画策定当初の課題】 

離島地域の活性化には、児童の教育環境の維持に加え、島民のより豊かな生活の質の

向上ためにも、様々な生涯学習・社会教育の場を創る取組も重要となっている。さらに、

離島を個性ある学習の場として、他の離島や都心住民との交流により、地域の振興を図

っていくことも課題となっている。 

 

【取組状況と現状の評価】 

現在では、地域ごとに様々な工夫を凝らし、交流授業や体験学習で都会の児童生徒を

離島に受け入れている地域が多くなってきている。活動を通し、参加した児童だけでな

く、地域の人々の表情も明るくなり、他地域との交流がより良い効果をもたらしている。 

また、交流授業等では離島特有の地域資源である海をテーマにした授業や、島民が講

師を務め島の歴史・文化に触れる授業などで島の魅力が伝えられている。 

 

（様々な交流や学習の場の提供） 

＜交流授業、体験学習＞ 

○修学旅行生を受け入れ地元の生徒との交流や体験学習を行っている（北海道・天

売島・焼尻島）（岡山県・白石島） 

○子ども農山漁村プロジェクトを開催し、島外からの児童生徒を受け入れ島内の児

童生徒との交流活動を行っている（島根県・西ノ島） 

○夏休み期間中、島外小学校児童と合同キャンプを行い交流を深めている（山口県・

蓋井島） 

＜個性ある学習の場の提供＞ 

○公民館役員が中心となり、日本舞踊教室、大正琴教室、書道教室、パソコン教室

などの成人講座を定期的に開催し、地域住民の交流を図っている（長崎県・平島）

 

 

 

４）歴史・文化の継承 

【計画策定当初の課題】 

離島は四方が海に囲まれ、豊かな自然、古くからある個性豊かな歴史・文化が根付い

ていることにより様々な歴史・文化が形成されてきた。これらの貴重な歴史・文化を継

承すると共に、広く国民に周知し、離島固有の文化を情報発信していく機会をつくるこ

とが求められる。 
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【取組状況と現状の評価】 

歴史文化への取組は様々な場面で行われており、島に残る歴史遺産を積極的に活用す

ることによって児童生徒の交流学習の場を創ったり、離島住民が講師となり島に伝わる

祭り行事について学校の授業に取り入れて継承したり、島民が率先して伝統的な町並み

の保存活動を行ったりしている。新潟県・佐渡島では、県指定無形文化財である「佐渡

鷺流狂言」に地方公共団体が助成を行っている。 

祭り行事に関して見ると、離島という特殊性の中で島独特の祭りが行われている。離

島地域においては、伝統的な獅子舞や太鼓打ちやお囃子が行われ、村じゅう総出で祭り

を祝っている。しかし、島伝統の祭り行事については、少子高齢化の影響を受け、祭り

の担い手不足が問題となっており、祭り行事を維持していくことが難しくなっている地

域が見受けられる。 

また、近年、盛んに行われている現代美術による離島を舞台とした各種イベント等の

展開には、今後の交流人口の増加が期待でき、香川県の瀬戸内の島々では、広域的な国

際芸術祭を展開するなど、多くの来場者を呼び込んでいる。 

これからも、文化交流の促進、我が国の文化振興のため、離島の誇る歴史・文化等の

継承を行いながら、広く国民への情報発信を進めていくことが、離島地域の活性化につ

ながっていく。 

 

 

５）離島の特色を生かした調査研究 

【計画策定当初の課題】 

離島の自然環境や地域固有の資源は、多様な調査研究に活用することもでき、民間企

業や大学等の研究・開発のフィールドとしての可能性を兼ね備えている。 

 

【取組状況と現状の評価】 

行政、大学、民間企業等の研究機関については、現在は、東京都島しょ農林水産総合

センター・大島事業所及び八丈島事業所において、水産資源の持続的利用に関する研究

が行われている事例等があるものの、平成１５年の計画策定時以降、これらの研究機関

の立地は行われていないのが現状である。しかしながら、離島が保有する豊かな自然環

境や海洋資源は、新たな調査・研究分野を開拓する可能性を有していることから、これ

らを活用した調査・研究の流れが生まれることが待ち望まれる。 

 

 

６）離島留学 

【計画策定後の新たな課題】 

都心の子どもにとって、異文化との触れ合い・人間形成の場として、豊かな自然が残
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る離島の学校で学ぶ機会として、また、生徒数の減少が著しい離島の学校運営を維持す

る目的において各地域において離島留学制度が取り組まれている。 

 

【取組状況と現状の評価】 

現在、離島留学制度を取り入れている学校数は小学校・中学校・高校合わせて５９校

となっており、受け入れ人数は平成１４年度が１０５名、平成２１年度には２１０名と

その数は倍になっている。少子高齢化が進み、学校の存続が難しい離島側にとって、島

外からの児童生徒を受け入れることは、離島の活性化の一つとして有効である。 

しかしながら、離島では、急激な高齢化が進み、受け入れ側の里親の確保が難しいこ

とに加え、休校となることで、制度そのものが維持出来なくなってきている問題も発生

している。 

 

 

（離島留学） 

○「わくわくシーサイドスクール」制度を設け、島外からの児童を受け入れている。

（岡山県・笠岡諸島） 

○平成１５年度より、対馬高校では、離島留学制度「国際文化交流コース」を設置し、

韓国語教育や韓国との交流に力を入れ、将来国際交流の架け橋となる人材育成を目指

している。（長崎県・対馬島） 

 

 

（１０）観光・交流の促進 

１）観光・交流全体の現状 

①観光・交流全体の動向 

我が国全体の国内観光旅行の動向については、「国民の国内宿泊観光旅行の推移を見

ると、国民１人当たりの旅行回数、宿泊数ともに平成３年をピークに減少傾向にある。

（平成２１年度観光白書）」となっている。 

また、観光の質的変化について見ると、経済社会の成熟を背景に、余暇時間の増加や

余暇の楽しみ方の多様化等により、国民の一人一人が、量から質的な充実を求める以下

のような観光スタイルにシフトしている。 

 

 

（様々な観光スタイルが求められている） 

○これまでの画一的な団体旅行から、自由で個性ある個人旅行へ 

○決められたルートから、自分で計画し創造する旅行へ 
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○見る観光から、自ら体験する観光へ 

○短期のものから多様なニーズに応える滞在型のもの 

○単なる娯楽から、教育や健康医療等の複合的なニーズを兼ね備えたものへ 

 

このように、全体として観光に対する嗜好が変化している。こうした中で、観光振

興を進めるには、これらニーズに応じた受け入れ側の対応の変化も求められている。 

 

②離島における観光・交流に係る現状 

離島地域への観光については、離島が海に隔絶された厳しい地理的条件等の条件不利

性を有しており、具体的には海上移動等に時間がかかること、旅行日程や時間を航路便

にあわせなければならない時間的制約や悪天候による欠航の考慮、移動による旅行コス

ト増などの面で、もともと他地域での観光の容易さに比べて競争力が弱い。例えば、長

崎県の調査※２６によれば、人流にかかる輸送コストの実態として、本土間での輸送コス

トと本土と離島間での輸送コストの比較では、空路で約２．５倍、航路と陸上交通とで

は２～３倍の格差があることが報告されている。 

これに加え、昨今、離島においては特に人口減少、高齢化の進展等の厳しい状況が続

いており、これに起因して観光客の受入側の体制が整わないなど、厳しい社会条件によ

るベーシックな問題も大きくなっている。 

観光の受け皿としてさらなる対応が求められる離島においては、上記のような厳しい

条件を背景として、観光への積極的な取組の意欲の薄さ、情報発信と本土側ニーズの把

握の困難性などの具体的な問題が発生していると考えられる。 

離島の観光客数については、過去には、昭和５０年代に離島ブームといわれた時代が

あったが、上記のような国民的なニーズの変化や離島特有の地理的社会的要因により、

平成１２年度と平成１８年度との観光客の比較を見ると、平成１２年度は約１１，５０

０人、平成１８年度は約１０，４００人であり、約１，１００人の減少となっており、

全体的には離島の観光客数は減少傾向にある。（ただし、特に、平成１７年度から平成

１８年度についてみると平成１７年度約１０，１００人から平成１８年度は約１０，４

００人と約３００人弱の増加に転じており今後の推移を注視していく必要がある。） 

また、燃油高騰問題等もあいまって、離島への観光をとりまく状況は依然として全体

的に厳しさに拍車がかかっているといえる。 

 

 

 

 

 

 

※２６：「国境離島・外洋離島についての調査・報告書」平成２２年長崎県 
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③離島における課題及び取組 

離島においては、自然、景観、歴史文化等の離島特有の「地域資源」を有しており、

これらを最大限活用した観光振興の可能性を有している。 

特に、離島の産業の核である農林水産業においては、昨今低迷している一方で、観光

との連携、６次産業化等による地域に与える期待は大きい。 

また、「地域資源」を生かすための人材、様々な民間団体等多様な主体の活動、地域

間の連携等も重要なキーワードである。 

さらには、年齢層や目的等のターゲットの絞り込みと、それに応じた対応、また、多

くの地域において、リピーターをいかに増やしていくか、その他、入り込み客数の季節

変動を無くし年間を通じて平準化できるか、という課題もある。外国人観光客の誘客も

視野に入れた「地域資源」を活用するためのより一層の創意工夫も必要である。 

現在、各離島の観光振興においては、トレッキング、カヌーレッスン、スキューバダ

イビングなどのアウトドア体験、太鼓等の伝統芸能体験やイルカとのふれあいを通じた

アイランドテラピーなど様々な「地域資源」を活用して観光振興に結びつけている事例、

さらには他産業との連携、毎年修学旅行生を受入れている離島や民間の家に泊まって離

島生活を直に体験する民泊等の取組といった事例が見受けられる。また、マラソン大会

などのスポーツイベント、野外コンサート等の実施により離島住民と参加者との交流促

進につながる活動も見られる。また、最近では、国内旅行者以外に外国人旅行者をター

■図４ 離島の観光客の推移 

（出典 離島統計年報） 
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ゲットにしている地域も見られる。これら個々の離島においては積極的、前向きな取組

も見られることもあり、今後のさらなる取組に期待されるところである。 

しかしながら、各離島において、これらの取組が行われている一方で、その取組が、

一過性のイベントで終わる例も少なくないことや、観光客数、宿泊者数の減少の原因分

析や観光消費状況などの把握が十分なされているとはいえない。今後は、取組の継続性

の保持、観光に係るニーズ把握や状況分析、情報発信の仕方を工夫するなどの一層の取

組が必要である。 

 

 （観光・交流に係る地域資源の活用） 

＜自然＞ 

○屋久杉原生林をはじめとする世界自然遺産の島の「自然体験ツアー」（鹿児島県・屋久

島） 

○スキューバダイビングやシーカヤック島の体験プログラム（山口県・見島） 

＜歴史・文化＞ 

○宝くじファンに人気の宝当神社による観光客誘致（佐賀県・高島） 

○「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」による観光（長崎県・五島列島他） 

○「原の辻遺跡」「一支国博物館」の歴史文化資産等による教育観光（長崎県・壱岐島）

＜アート・映画＞ 

○古い民家の黒壁など島の景観や伝統・文化と現代アートの融合（愛知県・佐久島） 

○民間企業を中心としたアートによる島づくり（香川県・直島） 

○島に住み着くネコを題材にした映画制作、ネコファンの来島（宮城県・田代島） 

＜農林水産＞ 

○伝統漁法による漁業体験による観光交流の促進（熊本県・御所浦島） 

○各種農林漁業体験メニューの導入と観光交流の促進（長崎県・小値賀島） 

○特産品「スイカ」のオーナー制と交流活動（山口県・相島） 

                                       

（以上「地域資源等の活用」からの再掲）

 

 以下では、それぞれ特に重要と考えられる個別の課題について、詳細に取り上げるこ

ととする。 

 

 

２）個別の課題と取組 

①組織・体制（人材育成） 

【計画策定当初の課題】 

地元住民がボランティアで観光振興に努め、観光客の増加に寄与している地域もあり、
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こうした自主的な取組等による交流活動の促進・定着に向けた取組を積極的に推進する

ことが求められている。一方で、島外の目から見た視点も重要であるとの観点から、そ

れらの人材の確保・活用も重要である。 

また、例えば、体験型観光について、魅力的な体験プログラムを企画・運営できる人

材の不足や利用者の受け入れ体制の面で不備な場合があり、観光に関して豊かな知識や

経験を有する人材、観光客の立場に立ったもてなしができる人材の育成や確保が必要と

される。 

 

【取組状況と現状の評価】 

地元住民をはじめ島外からの声や活動により、人材の確保・育成が行われ、島の観光・

交流が促進されている離島がみられはじめている。しかしながら、個人の取組のみなら

ず、離島全体として一体的な取組、民間企業との連携、島同士や地域同士の連携体制の

下、取組が始められてきているものの、まだその取組は一部に過ぎない。今後さらにこ

れらの取組の広がりや推進が期待されるところである。 

 

 

（観光振興に寄与する組織体制・人材育成の取組） 

＜ボランティアガイドの活躍＞ 

○来訪者に対して、島内の情報を提供できる人材の確保のため、ボランティアガイドが積

極的な役割を果たしている離島がある。５００人程度の島である沼島は、地元住民が立ち

上がり、ボランティアガイドとして、島の歴史や現状について、観光客に島の説明をする

といった取組も進んでおり、年間千人以上の観光客へのガイドの実績を上げている。（兵

庫県・沼島） 

＜ワンストップサービスの体制＞ 

○観光客や交流者の問い合わせ等に一括で対応するため、ワンストップサービスを実現す

る体制を整えた離島もある。例えば、小値賀島は、観光協会が母体となり離島のＩターン

者等が協力したＮＰＯ法人を立ち上げ組織化し、様々な情報の集約・提供、体験活動の実

施など観光客に対応する窓口体制を整えている。（長崎県・小値賀島） 

＜市町村合併による島一体の対応＞ 

○市町村合併が進められたものの、それにより、島が本土に埋もれてしまったという声が

ある一方で、市町村合併により広域的・組織的な動きが可能となり、離島地域の一体的な

ＰＲや取組が見られ始めている。例えば、松山市では、市町村合併を契機として、離島の

重要性を島内外に広くアピールするため、様々な者が結集した協会等が中心となり、松山

島博覧会「しまはく」が開催されることが決定、実行された。（愛媛県・松山市） 

＜民間企業との連携体制＞ 
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○島全体が一体となり、民間企業等とも連携体制をとって、成功している事例もある。例

えば、愛知県・日間賀島では、島の旅館等の観光業者と漁業者等が一体となって、通年の

観光客の集客を目指し、島の特産品を開発・研究するとともに、島に来てもらいその特産

品を食べてもらうよう、エージェントと連携体制の下、名古屋圏域やその周辺を対象に広

くＰＲ等の取組を行っている。（愛知県・日間賀島） 

＜島同士の連携＞ 

○県を超えた連携として、愛知県と三重県の離島の７島連携の取組が行われている。これ

は、知多半島にある大学が中心となって協議会が催され、７島連携により、それぞれのも

つ魅力を最大限発揮させるべく、観光プログラムの企画や７島めぐりの観光ツアーが試行

的に実施されており、今後、実現の可能性が大きく期待されている。（愛知県・３島、三

重県・４島） 

 

 

②情報発信 

【計画策定当初の課題】 

離島には、豊かな自然や文化歴史など様々な地域資源があり、それを観光・交流に活

かしていくことで、地域の活性化が期待される。そのためには、島に来訪する人達に対

し、いかに情報を効果的に提供できるかが課題となる。 

また、国内外に対して、離島に関して広く理解を深めてもらうよう、国や地方公共団

体が、日頃から積極的に離島の果たす役割についてアピールしていくことも重要である。 

 

【取組状況と現状の評価】 

各離島においては、観光マップの作成、案内標識の整備、イベント情報の発信など観

光情報提供に係る様々な取組がみられる。 

また、昨今、離島においてもブロードバンド等の情報基盤の整備が充実され、このよ

うな情報基盤を最大限に活かすべく、インターネットやメール等でより質の高い情報を

提供する取組も進み始めている。 

また、大都市圏で開催するイベントを通じた島の魅力の紹介、地域が連携した情報の

提供等の取組もみられはじめている。 

 

（離島の観光の情報発信） 

＜インターネットやメールの活用＞ 

○昨今のインターネットやメールの普及・進展を背景に、幅広く離島のファンを作ってい

く取組が進められている。例えば、本土において、「しまのサポーター」を募り、メール

マガジン等によって島に関する情報提供を行っている。（鹿児島県・全島） 
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＜都市住民への直接の情報提供＞ 

○島々の役割や魅力について、都市住民を対象に直接、情報提供、アピールする機会とし

て「アイランダー」等が都市部において開催されている。（国土交通省・離島振興課） 

＜地域が連携した情報提供＞ 

○離島同士や地域同士が連携することにより、相乗的な魅力を発揮させた情報を発信させ

ることも重要である。例えば、瀬戸内海を挟んでお互い向かい合う岡山県と香川県では両

県の島々を対象に、共同してパンフレットや冊子の編集・発行を行い、広く全国的なアピ

ールを行っている。（岡山県及び香川県） 

 

このような情報発信の取組は、多くの島で行われているものの、その取組の成果とし

て、必ずしも離島全体の観光客・交流人口の増加に十分に直接結びついてはいない。 

今後はさらに、国民の多様なニーズに対応するため、不特定多数向けの一般的な情報

からターゲット層（団体旅行・個人旅行・修学旅行といった種類、高齢者層・若年者層

といった年齢、女性・男性といった性別等）を絞り込んだ情報発信の取組、旅行業者そ

のものを対象としたモニターツアーの開催等が求められる。また、観光客等のニーズに

対する情報収集・分析、効果の把握といった基礎的な調査を行い、今後にフィードバッ

クすることが必要である。 

 

③産業との連携 

【計画策定当初の課題】 

交流人口を増やすための施策として、特産品試作施設等の整備や特産品の開発事業、

宣伝及び販売促進といった主要産業である農林水産分野との連携など新たな取組も必要

とされていた。 

 

【取組状況と現状の評価】 

観光の農林水産分野との連携では、地引き網等の漁業体験、ダイビング等といったブ

ルーツーリズムや、稲刈りや搾乳等の農業体験といったグリーンツーリズム※２７、特産

品の料理体験、加工品づくり等の取組の事例が見られる。 

また、そのような地場産品の商品開発等の取組を通じ、大学との交流が行われている

事例も見受けられる。 

このような農業体験、漁業体験など農林水産業と連携した様々な取組は、産業の維持

や活性化につながることが期待される。地域ごとの特徴ある特産品の開発も含めた観光

資源そのものも、今後さらに発掘していく必要がある。このため、客の視点からの反応

や声を都心での離島のＰＲイベントやその他様々な交流の機会を通じて積極的に捉える

取組や、島外からの協力者を得ることも含め、島内外相互の視点を通じた取組、また産

業同士のさらなる有機的な連携も必要である。 

※２７：農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動。 
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（各種産業との連携） 

＜漁業体験、農業体験等＞ 

○離島体験滞在交流促進事業で漁業体験やシーカヤック体験、見島牛ふれあい体験の滞在

型プログラムの作成に合わせ人材育成を実施し、建網漁網揚げやスノーケリングの他、海

にまつわる各種得プログラムを実施している。（山口県・見島） 

○協議会を中心として、様々な体験型プログラムを企画し、壱岐島を訪れる修学旅行生や

観光客にそのプログラムを提供している。（長崎県・壱岐島） 

○島の観光窓口をＮＰＯ法人に集約することで、島内の様々な体験事業や宿泊施設等を利

用者のニーズに併せたトータルサービスを展開しており、古民家をリニューアルした民泊

事業やレストラン運営、物産販売、さらには、修学旅行の受け入れ事業など様々な活動を

行っている。（長崎県・小値賀島） 

＜加工品づくり＞ 

○新島村特産のコーガ石（抗火石）を原料にした「新島ガラス」で“ガラスの島－新島”

をアピールし、その拠点として開設した新島ガラスアートセンターで、ガラス製品づくり

体験の取組を行っている。（東京都・新島） 

 

 

 

④外国人客、国際交流 

【計画策定当初の課題】 

国内のみならず国外の地域からの観光・交流人口の拡大への振興も必要である。 

 

【取組状況と現状の評価】 

離島は、歴史的に海外との交流の中継地として、古くから海外との交流が盛んであっ

た地域もある。このような歴史を受け継ぎ、今後さらに、交流が深まっていく離島が見

られる。 

一方で、離島の知名度は海外では低く、これからの地道なＰＲ活動が必要な離島が多

い。このような離島で、改めて隣接する国等をターゲットにした活動のはじまりが見ら

れる離島もある。このような状況ではあるが、これら国際交流の促進はまだ一部の離島

に限られており、また、必要なハード、ソフト両面からの受け入れ体制も十分とはいえ

ない。例えば、宿泊施設等に外国語によるコミュニケーションを行える人材の確保、育

成などの体制が必要である。また、外国人観光客向けのホームページの整備など情報発

信体制整備も課題である。 
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（海外交流の取組） 

＜歴史的な交流をもつ離島＞ 

○歴史的に韓国とのつながりが深く、現在、毎年「厳原港まつり対馬アリラン祭」や「対

馬ちんぐ音楽祭」が開催されているなど、長年にわたり多くの人々の交流が続いている。

また、加唐島でも、その歴史的なつながりから韓国との交流が行われている。また、種子

島では鉄砲伝来の場所からポルトガルとの交流が続いている。（長崎県・対馬島、佐賀県

・加唐島、鹿児島県・種子島） 

＜新たな対象国への誘致の取組＞ 

○特に海外に向けてＰＲしている離島はまだまだ少数な中で、東アジアやロシア（サハリ

ン）への観光客誘致事業を展開しており、少人数ながら東アジアからの団体旅行者が礼文

島を訪れるなど、今後の展開が期待される。（北海道・奥尻島、礼文島） 

＜新たな取組＞ 

○鹿児島県の三島村では、ジャンベ（アフリカの太鼓）による島興しとして、毎年ジャン

ベスクールを開催、アフリカをはじめ世界各国のジャンベ演奏者や生徒が数十名集まり、

毎年約1ヶ月間の島の住民との直接の交流が行われており、島興しを契機に新たな海外と

の交流の機会を創っている。（鹿児島県・三島村） 

 

 

（１１）国土保全施設等の整備 

【計画策定当初の課題】 

離島の地理的条件を見ると、その大部分は、断層によって周囲が総体的に陥没してでき

た地塁島であり、急峻な地形で平地が乏しく、山から海までの距離が極めて短いことから、

台風通過時の大雨等が引き起こす水害には非常に弱く、土石流、地すべり及び急傾斜地の

崩壊等の土砂災害発生の危険性を常に抱えている。また、離島住民が生活を営む集落が海

岸線に沿って立地している場合が多いことから、地震による津波、荒天時の高潮及び海岸

浸食による大きな被害の危険性があり、過去、離島においても、地震や津波、火山噴火等

が発生し、大規模な土砂災害、道路等の公共施設の損壊による集落の全壊及び人的被害な

どが引き起こされてきた。 

以上のように、地域の社会経済の発展を支え、自然災害から生命財産を守り、離島の住

民が安全にかつ安心した生活が出来る条件を確保するため、自然環境や景観との調和を図

りつつ、洪水、土砂災害及び風害等に対する治山治水対策や、津波、高潮及び浸食等によ

る被害から海岸を防護し、海岸の良好な環境や適正な利用と調和した海岸保全対策といっ

たハード面の取組の推進とともに、離島地域において災害が発生した場合に備え、離島住

民への迅速な情報伝達手段と避難体制の確保といったソフト面の取組を推進していく必要

がある。 
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【 取組状況とその評価 】 

１）ハード面の取組について 

近年の異常気象による大雨が引き起こす洪水、土石流、地すべり及び崖崩れ等の土

砂災害に対する対応策としては、国土保全施設の整備として、砂防事業や地すべり対策

事業等の治山治水事業が進められてきた。 

その一つである土砂災害対策について見ると、土砂災害危険箇所数※２８は、平成２

０年度には７，１６８箇所あり、その内、対策が講じられたのは約１３％※２９となって

いる。全国における土砂災害危険箇所の対策が講じられている割合は約２４％※３０であ

ることからも、平地の少ない離島においては、人家や主要道路等の後背地に危険箇所が

ある場合も多いため、都道県内での優先順位・緊急性も考慮しながら引き続きの対応が

必要である。 

また、離島は、周囲を海に囲まれており、海岸の総延長は約６，０００（km）にも

なる。そのため、津波・高潮による被害の軽減のために、地方公共団体により海岸保全

事業の推進が図られている。 

さらに、上記の国土保全施設等の整備に加え、被災時の確実な避難経路の確保の取

組も重要であり、いかにして孤立化を解消するかが喫緊の課題である。道路の分断等に

より災害発生時に孤立する可能性のある集落数の推移を見ると、平成１４年度には２３

７集落で全体の約８％であったが、平成２０年度には、１９５集落で全体の約７％（平

成２０年度）となっており、かなりの島で災害発生時の避難場所への経路は確保されて

いる。津波・高潮等による港湾施設が利用できない場合や被災した島民の緊急搬送の必

要性については、地方公共団体によって、ヘリポートの整備が進められてきた。ヘリポ

ートが整備されている離島の数は、平成１４年度の８７島から、平成２０年度には１０

０島となっており、全離島の約３９％となっている。また、人口カバー率で見ると約６

０％となっており、避難経路の確保は進んでいるものの、緊急を要する被災者の搬送や 

港が使用できなくなった際の島外からの救援活動等については、まだまだ不安が残る状

況であるといえる。 

国土保全施設等の整備については、これまで、治山治水事業、海岸保全事業及び被

災時の避難経路の確保等の種々の防災対策が図られてきた。しかしながら、近年の異常

気象による大雨が引き起こす洪水や土砂災害等に対して、離島の安全・安心な暮らしを

確保するために今後も各種事業の推進に取り組んで行くことが重要である。 

 

 

２）ソフト面の取組について 

災害に強い島づくりの観点から、前述のハード面の取組に加え、ソフト面の取組が

非常に重要になっている。そのためには、災害発生時に避難に関する情報等を迅速に離

島住民に伝達することと同時に、離島住民が主体となった防災・減災活動の仕組みづく

※２８：「土砂災害危険個所」とは、国土交通省所管の「土砂流危険渓流」、「地すべり危険個所」、「急傾斜地崩壊危険個所」とした。 

※２９：離島における「土砂災害危険箇所数」及び「土砂災害対策がなされた個所」の有効回答数は、（２１８島/２６１）。 

※３０：全国値は、「土砂流危険渓流」、「地すべり危険箇所」及び「急傾斜地崩壊危険箇所」の各整備率（平成１９年度末）を基に、それぞれの整備箇所を算出し、

その合計値を土砂災害危険箇所の合計値（土砂流危険渓流：人家５戸以上等の渓流、地すべり危険箇所及び急傾斜地崩壊危険箇所：人家５戸以上の箇所）

で除して算出した。 
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り等の取組が必要不可欠となっている。 

防災無線や携帯電話へのメール配信を活用した情報発信等を講じることにより、災

害発生時の防災情報伝達手段を確立している離島は、平成２０年度で２２８島で全体の

約８７％※３１（全国では約７６％※３２）、地域で自主防災組織を組織している離島も全

国で２２８島で約８７％※３３（全国では約７４％※３４）、ハザードマップ等を作成・公

表し、防災訓練等を実施している離島は全国で１５４島で約５９％※３５（全国では約７

４％※３６）であり、ほとんどの離島において防災・減災活動の取組が行われている。福

岡県・玄界島では、島の女性が中心となり、女性自衛消防隊防火クラブを立ち上げ火災

時の初動体制の強化を図りつつ、島民に対して防火・防災に関する講座や訓練などを継

続的に実施する等、多様な主体と手法による取組がなされている。 

地方公共団体によって、計画策定当初から現在に至るまで、ほぼ全ての離島におい

て防災行政無線等の何らかの情報伝達手段が確立されている。そのような中で、いかに

被害を軽減させていくのかが今後の重要な課題である。特に高齢化が著しい離島におい

ては、高齢者をいかに迅速に安全な場所に避難させるかが、人的被害を軽減させる上で

重要である。そのためには、離島住民が主体となり、ハードで整備した避難経路や避難

場所を活用した防災訓練等を通して、地域の防災意識の向上に今後も引き続き取り組ん

で行くことが重要である。 

 

３）海溝型地震等の大規模地震対策について 

大規模地震に対する防災対策を推進するため、地震防災対策強化地域の指定や地震防

災体制の整備を確立していくことが喫緊の課題となっている。 

近い将来、発生が想定されうる東南海・南海地震と日本海溝・千島海溝周辺海溝型地

震の防災対策推進地域に指定されている離島の数は１１７島ある。その内、大規模地震

に対する防災活動に取り組んでいる離島の数は１０４島であり、ほとんどの離島におい 

て大規模地震対策が進められている。愛媛県・新居大島では、東南海・南海地震の防

災対策推進地域に指定されており、平成２０年度には、島が孤立した場合を想定した総

合的な防災訓練を実施し、平成２１年度には、県消防防災ヘリによる救急搬送訓練など

を実施した。また、島外からの支援物資輸送が困難な場合を想定し、住民による装置取

扱訓練を実施するなど、大規模地震に備えた総合的な防災訓練を実施している。 

北海道南西沖地震や三宅島火山噴火、福岡西方沖地震等の過去に発生した大規模災害

の教訓を生かし、行政などの各種機関が連携を計り、災害時に迅速な救援活動が可能と

なるよう引き続きハード及びソフトの両面での防災対策を推進する必要がある。 

 

 

 

 

※３１，３３，３５：国土交通省離島振興課調べ（H20） 

※３２：平成２０年度の全国の防災行政無線の整備率は７５．９(％)である。（総務省調べ） 

※３４：平成２０年度の全国の自主防災組織の都道府県別結成状況は７３．５(％)である。（消防庁調べ） 

※３６：平成２０年度の全国のハザードマップ（津波・高潮）を作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村の割合は７４％である。（国土交通省調べ） 
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島
名

発
生

時
期

北
海

道
南
西

沖
地
震

（
地
震

・
津

波
）

北
海

道
・

奥
尻

島

平
成

5
年

7
月

○
地

震
に
よ
り
、
崖

地
崩
壊

・
地

割
れ
・
陥
没

・
建
物

崩
壊
・
道
路

等
の
液

状
化

現
象
。

○
津

波
に
よ
り
、
島

の
北
端

部
の

稲
穂
地

区
、

南
西

端
部
の

藻
内
地

区
等

の
集
落

が
壊

滅
的

被
害

。
○
火

災
に
よ
り
、
青

苗
地
区

で
、
広

範
囲

に
わ

た
る
延

焼
が

続
き
、
市
街

地
は

壊
滅
状

態
。

○
人

的
被
害

は
、
死
者

（
行

方
不

明
者
含

め
）
１

９
８
名

の
方

々
が

犠
牲
。

○
人

的
被
害

は
、
当
時

の
島

の
住
民

の
４
％
に

も
の
ぼ

る
。

○
生

活
再

建
、
防

災
ま
ち
づ
く
り
、
地
域

振
興
等

を
柱
と
し
た
復

興
基

本
計

画
を
策
定

。
○

「
漁

業
集
落

環
境

整
備
事

業
（
水

産
庁

）
」
・
「
ま
ち
づ
く
り
集
落

整
備

事
業
（
町
）
」
・
「
防

災
集

団
移
転

事
業

（
旧

国
土
庁

）
」
等
の

補
助

事
業

に
よ
る
防
波

堤
・
集

落
道

路
・
避

難
広

場
・
宅

地
造

成
等

を
整

備
。

○
住

民
の

自
立

復
興
・
農
林

水
産
業

の
復

興
支
援

等
を
柱

と
し
た

「
災
害

復
興
基

金
」
の

設
立

。
○

災
害
の

記
憶

・
教

訓
を
後

世
に
残
す
た
め
「
奥
尻

島
津
波

館
」
を

設
立

。
○

毎
年
、
全

島
民

に
よ
る
防

災
訓
練

を
実

施
し
、
避

難
訓

練
、
消

防
・
消

防
団
に
よ
る
消
火

訓
練

、
炊

き
出
し
等
を
行

っ
て
い
る
。

三
宅

島
火
山

噴
火

（
火
山

噴
火
）

東
京

都
・

三
宅

島

平
成
1
2
年

6
月

○
火

山
噴
火

に
伴

う
泥

流
に
よ
り
、
住

宅
・
道
路

等
の

全
壊
、
水

同
・
電

力
等

の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が

不
能

。
○
火

山
ガ
ス
に
よ
る
森
林

被
害

・
建

物
被
害

が
甚
大

。
○
火

砕
流
を
伴

う
大

噴
火

が
発

生
し
、
島

民
の

生
命

・
安
全

確
保

の
た
め
、
全

島
避

難
。

○
国

・
東

京
都

・
三

宅
村
が

一
体

と
な
り
、
災

害
復

旧
・
避

難
へ

の
支

援
、
帰

島
に
向
け
た
支
援

等
の
支

援
策

を
実
施

。
○

三
宅
村

に
よ
る
「
帰
島

に
関

す
る
基

本
方

針
」
の
策

定
、
「
三

宅
村

帰
島

計
画

」
等

を
公
表

し
、
平

成
1
7
年

避
難
指

示
解

除
。

○
火

山
治

山
激

甚
災
害

対
策

特
別
緊

急
事

業
等
を
重

点
的

に
実

施
。

○
港

湾
・
道
路

等
の

島
の
復

興
の
基

盤
と
な
る
イ
ン
フ
ラ
整
備

は
ほ

ぼ
完

了
。

○
火

山
ガ
ス
の
噴

出
は
今

で
も
続
い
て
お
り
、
島
内

の
防
災

行
政

無
線

を
活

用
し
島
民

へ
の
注

意
喚
起

を
実

施
。

福
岡

西
方

沖
地
震

（
地
震

）

福
岡

県
・

玄
界

島

平
成
1
7
年

3
月

○
擁

壁
崩
壊

な
ど
に
よ
る
道

路
の

崩
落
・
破

断
、
護
岸

や
桟

橋
な
ど
の
被

害
。

○
人

的
被
害

は
少
な
か

っ
た
も
の
の

、
島

の
ほ

と
ん
ど
の

家
屋

が
一
部

損
壊

以
上
の

被
害
。

○
余

震
に
よ
る
被

害
も
大
き
く
な
っ
て
お
り
、
島

で
の

大
人

数
の
避

難
生

活
は
困

難
で
あ
っ
た

た
め
、
全
島

避
難

。

○
島

民
の

意
向

を
踏
ま
え
な
が

ら
、
小

規
模

住
宅
地

区
改
良

事
業

及
び
漁

港
施

設
・
小

中
学

校
等
の

公
共

施
設
の

災
害

復
旧
事

業
を

実
施

。
○

基
盤
の

再
生

と
と
も
に
、
地
域

産
業
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生
を
連

動
さ

せ
る
た
め
、
島
民

と
の

共
働

に
よ
り
玄
界

島
復
興

プ
ラ
ン
（
目

標
像
）

を
策

定
。

○
被

災
者

の
生

活
の
早

期
安

定
の
た
め
、
国

の
支

援
制

度
に
加

え
、
市
独

自
の
支

援
金

や
貸
付

金
・
利
子

補
給
等

の
制
度

を
創

設
し

各
種

支
援

策
を
市

内
全

域
で
実
施

。
○

地
震
の

記
憶

を
風
化

さ
せ

な
い
た
め
、
地

震
の

発
生
し
た
３
月

２
０

日
を
「
市

民
防

災
の
日

」
と
定
め
、
玄
界

島
に
お
い
て
も
防

災
訓
練

等
を
実
施

。

チ
リ
中

部
沿
岸

地
震

（
地
震

・
津

波
）

宮
城

県
・

大
島

平
成
2
2
年

2
月

○
人

的
被
害

は
な
か
っ
た
も
の

の
、
津

波
に
よ

り
、
カ
キ
等

の
養
殖

施
設

や
水
産

物
が

大
き
な

被
害

を
受
け
る
。

○
被

災
し
た
養
殖

施
設
等

の
回
収

や
処

分
等
の

復
旧

作
業
が

続
い

て
お
り
、
宮

城
県
と
し
て
被

災
者
に
対

す
る
金

融
支
援

を
行

う
等

災
害

復
旧
に
対

応
。

被
害

状
況

等
復
興

（
そ
の
後

の
防
災

の
取

り
組

等
）

■
津

波
に
よ
り
青

苗
地

区
は
壊

滅
的

打
撃

を
受

け
た
。

■
災

害
の

歴
史

を
風

化
さ
せ

な
い
た
め

に

も
、
奥

尻
津
波

館
で
は

、
展

示
や
防

災
教

育
活

動
に
取

り
組
ん

で
い
る
。

■
大
規

模
の
噴

火
が
は

じ
ま
り
、
噴

火
口
周

辺
に
は

、

直
径
1m

に
も
な
る
噴

石
が
広

く
落

下
し
た
。

■
津

波
に
よ
り
カ
キ

の
養

殖
筏
に
大
き
な
被

害
が

発
生

し
、
水

産
業

に
深

刻
な
影

響
を
及

ぼ
し
た
。

■
島

民
の

生

命
の

安
全

を

確
保

す
る
た

め
に
、
内
地

へ
の

全
島

避

難
を
余

儀
な
く

さ
れ

、
各

種
行

政
に
よ
り
被

災
者

へ
の

支

援
を
実

施
。

■
島

の
再

生
の
た
め
、
島
民

が
主

体
と
な
り

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
よ
る
復
興

計
画

を
策
定

。

■
擁
壁

も
崩

落
す
る
ほ

ど
地

震
の

被
害

は
大
き
く
、
集

落
の
ほ

と
ん

ど
の

家
屋
が

損
壊
を
受

け

る
被

害
を
被

っ

た
。

  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■表１１ 離島で発生した大災害の歴史 
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第４章 今後のフォローアップの予定 

 

（１）今後、有人離島の維持が懸念される離島等 

離島においては、生活基盤をはじめ様々な社会基盤の整備が行われてきた一方で、地理的

条件不利性、産業の低迷等により、人口減少傾向に歯止めがかからず、さらに高齢化もより

一層進展している。これらは、他の条件不利地域と比較しても、非常に厳しい状況となって

いる。 

このような状況の中、現在の離島振興対策実施地域には、常時交通が整い離島の条件不利

性が解消されてきた離島、人がいなくなり長期間を経て、実質的に何ら離島振興策を講じら

れていない離島が存在する。このため、今後、これらの離島の指定に係る適切な検討を行う

ことが必要ではないかと考えられる。 

また、「今後、有人離島生活の維持が懸念される離島※３７」は、全国４７島存在し、離島

全体の約１８％にあたる。離島類型では、内海・本土近接タイプの離島に多く存在する。中

でも、特に、人口が減り続け、今ではほとんど人がおらず、高齢化も著しい離島も存在する。

このため、離島のもつ国家的役割等を踏まえ、離島に人が存在することの意義、有人離島の

維持が懸念される離島について今後どのような離島振興策が考えられるか等について幅広い

議論が必要ではないかと考える。 

 

 

（２）今後のフォローアップの予定 

今後は、当該「離島振興計画フォローアップ（中間報告）」をもとに、国及び地方公共団

体が連携を図り、特に重要な課題に関して、直接地元の声を聞くなどにより詳細な状況把握

を行うとともに、より一層議論を深めていくことが必要である。 

このため、今後、これらを総括し、平成２２年度末から平成２３年度当初を目途に、「離

島振興計画フォローアップ（最終報告）」を行うことを予定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３７：「有人離島の維持が懸念される離島」とは、人口１００人以下かつ高齢者比率が５０％以上の離島と定義した。 
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